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〈午前１０時００分 開議〉 

 

○議長（松尾徹郎君） 

おはようございます。 

これより本日の会議を開きます。 

欠席通告議員はありません。 

定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 
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日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（松尾徹郎君） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員には、１４番、久保田長門議員、２６番、畑野久一議員を指名いたします。 

 

日程第２．一 般 質 問 

 

○議長（松尾徹郎君） 

日程第２、一般質問を行います。 

きのうに引き続き、通告順に発言を許します。 

中村 実議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

中村議員。 〔４番 中村 実君登壇〕 

○４番（中村 実君） 

おはようございます。 

私はさきに通告いたしました発言書に基づき、次の２点について伺います。 

まず、１点目の能生ガス供給所火災のその後の対策について伺います。 

昨年１２月１日、午前０時３６分ごろ、能生ガス供給所施設内でガス火災が発生し、木造平屋建

て１０４平方メートルを全焼、ガスホルダーの一部を焦がす大きな火災が発生いたしました。 

この火災により、地元住民３６７世帯、１,０７６人に避難勧告が出され、能生地域全体の８割

近い２,６０８世帯、約７,８００人にガスの供給ができなくなり、多くの住民の皆様方に多大なご

迷惑をおかけいたしました。 

事故発生後の１２月２２日に住民説明会も開かれ、行政と市民の間で多くの意見が交わされまし

た。住民の皆様もいったん気持ちが落ち着いたように思われましたが、３カ月が過ぎ、仮設の建物

ができたものの新しい建物がいつできるのか、説明会で話し合ったことがどうなったのか。また、

今後の対応がよくわからないという声も多く聞かれてきます。 

そこで、次の３点を伺います。 

(1) １２月２２日の住民説明会の集約はできたか。 

(2) マニュアルの作成はできたか。 

(3) 能生ガス供給所建設工事の着手予定日はいつか。 

以上、３点をお聞きし、次に入らせていただきます。 

２点目は、市道能生中央線能生川橋の改修について伺います。 

旧能生川橋は、昭和５年にコンクリートの橋に架け替えられ、昭和３４年１０月に改修工事がさ

れて以来４６年余りの間、風雪に耐え抜いてきました。ちなみに、ことしで７５年の月日がたって

おります。 

この間、地域住民や多くの車両の交通を確保し、大きな役目を果たしてきましたが、最近、特に
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欄干や橋面の傷みが激しく、非常に危険な状態になってきています。 

また、最近は国道８号線の交通量の増加や、糸魚川方面からの通勤車両が国道８号線能生川橋か

らの右折も禁止になり、能生川橋手前の鱗崎から旧道に入る車両が多く見られ、橋の老朽化を考え

ると大変危険な状態だと思われます。 

また、橋の決壊により人的な被害が及んだり、橋に沿って取りつけられているガス管や水道管、

または帝石のパイプ等が、大洪水による破損事故が発生すれば、ガス供給所火災のとき以上に復旧

に時間がかかり、住民の生活に大きな支障をきたすことが懸念されるところであります。 

現在、地域振興局も久比岐自転車道の橋の方の移設には協力的だと伺っております。できれば梅

雨のときの大洪水によるパイプの破損事故の起こらない早い時期に、移設する必要があると思いま

す。 

今後、早急なパイプの移設工事、及び旧能生川橋の改修工事を行うことにより、近隣住民が安心、

安全で住める万全の策を講じ、安心して居住できるよう対策を望むものです。 

現在、旧能生川橋付近で調査を行っているとお聞きしていますが、調査内容はどのようなものか、

また、今後どのような対策を考えているのか市長のお考えをお聞きし、私の１回目の質問を終わり

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

おはようございます。 

中村議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目、住民説明会の集約についてでありますが、ガス供給所の安全対策と住民避難に

ついての要望が大半でありました。市では、これらの住民の要望を踏まえて、能生ガス供給所の復

旧については鉄筋コンクリート造りの耐火構造とし、ガス漏れ警報器と火災報知器を設置した安全

性の高い供給所の建設を目指し、安全設計をいたしております。 

また、住民避難につきましては、消防の活動規程に基づく現場での状況判断と、避難情報のスム

ーズな伝達に努めてまいります。 

次に、２点目のマニュアルの作成でありますが、今までの地震など災害を想定したガス水道事業

における防災対策要綱を、今般のような災害時にも準用できるよう、一部見直しを行ったところで

あります。今後も緊急時により迅速な対応がとれるよう、災害時の訓練や緊急機材の確保にも努め

てまいりたいと考えております。 

また、市民の避難行動に関する基本的なことにつきましては、新年度に防災ハンドブックとして

各世帯に配布する予定にいたしております。 

次に、３点目の着手予定日でありますが、５月中に発注し、年内に完成させたいと考えておりま

す。 

２番目の能生川橋の改修についてでありますが、能生川橋は議員ご指摘のとおり昭和５年の架設

から昭和３４年の補修を経て今日に至っており、新設から既に七十数年が経過し、非常に老朽化が

進んでおりますことから耐久性の診断を行った上で、今後の対応を検討してまいりたい考えであり
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ます。 

最終的な判断は、この調査結果を見てからとなりますが、非常に古い時代の橋でもあり、補修に

よる対応では大変厳しい状況にあると考えております。今後は、現在の利用状況の確認や、将来の

必要性も含めた検討を行ってまいります。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の課長からの答弁も

ありますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

中村議員。 

○４番（中村 実君） 

２回目の質問に入らせていただきます。 

事故当時、３６７世帯に避難勧告が出されていたわけですが、１２月２２日の住民説明会には、

何人ほど出席があったのか、お聞かせいただきます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

松沢ガス水道局長。 〔ガス水道局長 松沢忠一君登壇〕 

○ガス水道局長（松沢忠一君） 

１２月２２日に実施をさせていただいたわけでございますが、たしか３２人ほどということだっ

たと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

中村議員。 

○４番（中村 実君） 

当日、３２名ほどの人が出席をしたということですが、その中で住民の意見として人的被害、住

宅被害がなくて大変よかった。なぜ起きたかよく調べて、二度と事故のないようにお願いしたい。

また、避難指示、誘導が明快にあったと思えない。私は避難指示を聞いていない。消火栓の水圧が

低いとか、ホースが短い。また、マニュアルがない。今後の応急処置、今の応急処置で大丈夫かと

いうような意見が出されていたわけですが、この２２日の内容を市の方で集約されて、住民の方に

配布してあるのかどうか、お伺いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

松沢ガス水道局長。 〔ガス水道局長 松沢忠一君登壇〕 

○ガス水道局長（松沢忠一君） 

説明会の集約については、住民に配布をしてございません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

中村議員。 

○４番（中村 実君） 
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やはりもう少し早く集約をして、住民に配布していただけるようにお願いしたいと思っています

が。 

事故直後に米田市長の機転で、温泉の無料化、ガスコンロの貸し出し、ＣＡＴＶの自主放送を使

い、いち早く住民への事故の内容と報告がされたわけですが、大変市長の機転のきいたことで住民

も大変喜んでおりますし、改めてＣＡＴＶの必要性を感じたところであります。 

住民の方では１市２町が合併したおかげで、このように対策が早いという、うれしい声が聞こえ

てきていたわけですが、今ほど配布されてないということで、その後、何も市の方から連絡がない

のだが、どうなっているのかという声が住民の方から多く聞かれてきておりますが、市長としてど

ういうお考えがあるか、お聞かせいただけませんか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

今、非常にありがたいお言葉をいただきまして、ありがとうございます。 

以降の対応につきましては、担当課でありますガス水道局が今受け持っておるわけでございまし

て、いろいろ住民の皆様方に、そのときのお話をお聞きする中で、これからまたいろんなことが想

定できるわけでございますので、これからの対応にも使わさせていただきたいわけであります。 

今議員ご指摘のとおり、せっかく機会をいただいたわけでございまして、ただそれだけで終わっ

たのではいけないと思っておるわけでございまして、担当課といたしましても早急に恐らくさせて

もらうでしょうし、私といたしましても早急に住民の皆様方に、またその結果をご報告をさせるべ

く、説明なりを急がせるようにさせていただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

中村議員。 

○４番（中村 実君） 

２月になりますと、能生地域だけなのかどうかわかりませんが、各地域で地区総会が始まるわけ

ですが、住民とすればその地区総会の席に資料を上げていただくなり、区長さんの方に話をしてい

ただいて、多くの人が出席してなかったわけですので、その機会に話をさせてもらえれば、大変住

民に周知できたのではないかと思っておりますが、いかがなもんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

松沢ガス水道局長。 〔ガス水道局長 松沢忠一君登壇〕 

○ガス水道局長（松沢忠一君） 

供給所の建設につきましては、住民からいろいろ意見を聞いてございます。したがいまして、そ

の安全性についてをまとめた段階で、今所管の委員会にも提示をさせていただいているわけでござ

いますが、その後、住民に周知をしたいという考え方でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 
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中村議員。 

○４番（中村 実君） 

今市長の方からも先ほどありましたように、もう少し早い対応が必要と言っておられましたが、

私もそのように思います。これから行政組織の見直しがあるわけですが、行政組織見直し案の中に

も、職員一人ひとりの意識改革が見えにくいというふうに書かれておりました。今回もそのような

ことが、私としても感じられるところであります。やはり住民と同じ目線に立って、今後の意識改

革をしていっていただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

当然そのような形で、これからの新しい市、また、糸魚川市は進んでいかなくてはいけないと私

は思っております。そのためのやはり組織改正でもあり、改編であると思っておりますので、ぜひ

とも、また皆様方からもそのようないろんなご意見、または要望をいただきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

中村議員。 

○４番（中村 実君） 

ありがとうございました。ぜひ頑張って、取り組んでいっていただきたいと思います。 

(2)のマニュアルの作成という話も先ほど市長の方からありましたが、住民の方からも避難マニ

ュアルがないとか、地域に合った避難マニュアルの作成を、急いでいただきたいというような話も

ありますが、マニュアルを作成する中には３００メートル、５００メートル、３００メートルの避

難場所というふうに前回言われておりましたが、避難場所がわかるようなものも、マップ等に記載

されているようなものも一緒に作成しているのか、お聞かせいただきます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

白山消防長。 〔消防長 白山紀道君登壇〕 

○消防長（白山紀道君） 

お答えいたします。 

市長の答弁にもあったように新年度、ガスとは限定いたしませんが、防災全般に関する小冊子を

出していきたいと考えております。全戸に配布予定で、現在その作業をしているところでございま

す。 

また、消火のマニュアルにつきましては、危険物施設の拡大の地域における消火活動の基本的な

マニュアルは消防で持っております。その中に、火災においては周辺住民の避難の指示にあたるわ

けでございますが、火災の規模、周囲の状況、気象状況等を現場指揮者が判断することになります

が、その状況によって３００メートル、５００メートルという基本マニュアルによって判断してい

きます。 

今回の火災を教訓といたしまして、迅速で正確な避難指示が出せるように努力してまいりたいと
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思っております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

中村議員。 

○４番（中村 実君） 

これは今の火災とはちょっと関係ないかと思うんですが、糸魚川市は４５キロという長い海岸線

を持っているわけですが、私も前に一般質問の中でお願いをしてあります地震、津波のマップ等も、

この中に含まれているのか、あわせて伺います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

白山消防長。 〔消防長 白山紀道君登壇〕 

○消防長（白山紀道君） 

お答えいたします。 

先ほども防災に関する全般ということでございますので、今言う地震だとか津波の基本的な避難

とか、そういうマップでございます。それらも含まれております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

中村議員。 

○４番（中村 実君） 

ありがとうございました。 

わかりやすいマップを作成していただきたい。各地区で見やすいようなものをつくっていただき

たいと、このように思っております。 

次に、市道能生中央線能生川橋の改修について再質問いたします。 

旧能生川橋の近くに住む住民の人たちから川の話をお伺いしますと、昔から梅雨明け時期のころ

になると大変な大雨が降るということで、橋のすれすれぐらいまで水位が上がったり、また橋面に

水位が乗ったりという大変危険な状態になることが、１、２年に一度ほどあるそうであります。 

特に最近、橋が古くなってまいりまして、ある程度の水位になってくると安全を確保するために、

市の方で通行止め規制をかけるということも伺っておりますが、市の方で雨量とか水位とか、そう

いう基準みたいなものがあって、通行止めしているのかどうか伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

吉岡建設課長。 〔建設課長 吉岡隆行君登壇〕 

○建設課長（吉岡隆行君） 

お答えいたします。 

ことし１年の経験でございますが、２、３回ほど通行止めの措置を行いました。ご質問でござい

ますが、私たちは目視によりまして、あるいはもう橋脚等に到達する等の目視の判断の中で、能生
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支所と連絡を取り合う中で、通行止め規制をとらさせてもらっております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

中村議員。 

○４番（中村 実君） 

大変橋の老朽化が進んできているという状態ですので、なるだけ早いうちの目視等により通行止

めを行っていただきたいと思ってます。 

まだ合併して１年ほどしかたってないということで、なかなかその辺の話はうまくいってないわ

けですが、現時点で能生川橋の老朽化というようなことで、庁内で何か話し合い等をされたことが

あるかどうか伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

吉岡建設課長。 〔建設課長 吉岡隆行君登壇〕 

○建設課長（吉岡隆行君） 

能生川橋の件につきましては、もう合併前の能生町時代からご論議されているということについ

ては、引き継ぎの中で話を承っております。また、新市になりまして私も担当させていただいた中

で、３月の時点で管内調査した中での、いろんな建設課所管事業の中での課題の１つというふうに

認識しておりまして、そしてまたこの対応につきまして、過去の経過を調べるとともに、また担当

課としてどうあるべきかという形の中で庁内論議をし、そしてこのたびのご質問にありますような

調査に至ったものでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

中村議員。 

○４番（中村 実君） 

現地へ行って見ていただければわかると思うんですが、大変最近、河床も上がってきているとい

うふうに見えますし、冬の大時化等で河口に砂利がたまってきている。そのために水位が上がると

いうこともあります。そういったことで河床整備とか河口の整備などを、これから様子を見ながら

整備していく必要があると思いますが、その辺の検討はされたのか伺います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

吉岡建設課長。 〔建設課長 吉岡隆行君登壇〕 

○建設課長（吉岡隆行君） 

河床の整備につきましては能生川だけに限らず、管内にありますすべての河川の河床につきまし

て、これは私たちの担当業務であるというふうに認識しております。 

このようなことから、それぞれ河川管理者に、担当ごとに、河床整備につきましてはお願いをし

てるところでございますし、能生川につきましても現地を確認しておりますし、非常に河床が上が

ってきているという声もあるものでございますから、県地域整備部の方に、河床整備については他

の河川同様に、計画的な整備をお願いしているところであります。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

中村議員。 

○４番（中村 実君） 

確認しているということで、多分、河床高等の実績はつかんでいるものと思いますが、今後、地

域振興局の方と密に打ち合わせしながら、災害のないようにしていっていただきたいと思っており

ます。 

この旧能生川橋の件について、能生町のときに杉原弘一議員の方から、能生川橋の改修について

問うという一般質問があったわけですが、それが平成１４年にあったもので、その後も目立った改

修工事はされていないような記憶がありますが、最近は異常気象等がありまして、長雨が続いたり

事故になるようなことが多く見受けられます。そのようなことで、今後橋が決壊することによって、

橋の横に取りつけられているガス管とか水道管、帝石のパイプが壊れるということが考えられます

ので、県の方でも久比岐自転車道の方の橋に移転をしてもいいというような話を伺っているのです

が、その辺の確認をお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

松沢ガス水道局長。 〔ガス水道局長 松沢忠一君登壇〕 

○ガス水道局長（松沢忠一君） 

能生川橋にかかっておりますのは、水道管とガス管、それから帝国石油の能生供給所への受け入

れ管と、こういうことになってございます。それで１７年度、実は水道管の更正修理ということで

予算組みをされておったわけでございますが、いろいろ現地を調査した結果、更正修理をしても永

久的な構造物にはならないと。こういう状況の中で、何とか自転車道、鱗橋に添加できないかと、

こういうことで県と数回協議を重ね、一応現段階では内諾をいただいておるということで、平成

１８年度の予算が認めていただければ１８年度中に移設をしたいと、こういう考え方でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

中村議員。 

○４番（中村 実君） 

旧橋の下に古い管になるのか、３本今通っているというふうに私も認識しているんですが、旧橋

の下に２本古い管が、まだそのままになっている。この前、見に行ってきましたら１本はもう錆び

て、半分落ちかけている。もう１本はちょっと太めのやつなんで、ある程度しっかりしているわけ

ですが、その辺のパイプも撤去しないと洪水のときに垂れ下がって、そこに物が引っかかることに

よって橋が壊れるということもありますので、その辺も一度確認をしていっていただきたいと思い

ます。 

能生川橋に帝石のパイプが入っているわけですが、そのパイプは大平寺の方から下りてきて、能

生ガス供給所ホルダーに入っているという話を伺っておりますが、例えばその橋が決壊し、帝石の

パイプが破損されたときには、別ルートで供給所に入るルートがあるというふうに伺っていますが、

それで間違いないのか、ちょっと確認させてください。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

松沢ガス水道局長。 〔ガス水道局長 松沢忠一君登壇〕 

○ガス水道局長（松沢忠一君） 

今の能生川橋に添加されております帝石の管につきましては、あくまでも能生供給所へ輸送する

パイプと、口径については５０ミリでございます。したがいまして、今、中村議員さんが言われる、

違うルートがもう１つあるんではないかというのは、現段階でないということでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

中村議員。 

○４番（中村 実君） 

ということは、そのルートが遮断されることによって、供給所へのガスの搬入ができなくなると

いうことでよろしいんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

松沢ガス水道局長。 〔ガス水道局長 松沢忠一君登壇〕 

○ガス水道局長（松沢忠一君） 

そのラインが断絶した場合には、能生供給所へのガスの受け入れが不可能になる、こういうこと

でございます。また、現段階ではガスホルダーが２基ございまして、ある程度の時間差の中でとめ

れば、保有量としては約１日分が保有されておりますので、供給は続行できるということでござい

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

中村議員。 

○４番（中村 実君） 

もう１つ確認になると思うんですが、帝石のガスパイプは名立の山を越えて能生の山を通り、県

道を下りてきて大平寺を越えて、１本は能生のガス供給所に入っていくと。もう１本は大平寺を越

えて木浦へ下りて、そこから国道沿いに行って、青海のガス供給所と電化さん等にガスが送られて

いるというふうに思いますが、それでよろしいんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

松沢ガス水道局長。 〔ガス水道局長 松沢忠一君登壇〕 

○ガス水道局長（松沢忠一君） 

帝石のパイプラインのルートにつきましては、今、中村議員が言われたとおり上越の春日山の北

側を通りまして、それから名立へ出まして、能生につきましては川詰に出てくるという状況です。

それから県道を桂まで下ってまいりまして、能生川の西側を通って大平寺へ行く。大平寺の中で分

岐されまして能生供給所へ来ていると、そういう状況です。 

それからルートにつきましては、大平寺の山の中を通りまして木浦へ出て、青海まで行ってると
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いうことでございます。また、その下流側には電気化学さんと日本活性白土さん、民間では２つの

工業用に使っているという状況でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

中村議員。 

○４番（中村 実君） 

それでは、この帝石のガスが青海へ入ったときに、青海はほかからのガスも供給されているのか。

このライン１本なのか、それをもう１つ確認させてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

松沢ガス水道局長。 〔ガス水道局長 松沢忠一君登壇〕 

○ガス水道局長（松沢忠一君） 

帝石のライン１本しかありません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

中村議員。 

○４番（中村 実君） 

今その帝石パイプが大平寺から下りて国道を走っているということなんですが、浦本地域で帝石

ガスの入れ替え工事、敷設工事があるということですが、その管と同じ管になるのか、ひとつお伺

いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

松沢ガス水道局長。 〔ガス水道局長 松沢忠一君登壇〕 

○ガス水道局長（松沢忠一君） 

帝石さんから聞いている内容では、現在の考え方は民地に入っている分を国道に移したい。その

ラインにつきましては、現在は１５０ミリのパイプでございますが、できれば５００ミリにしたい

と、こういうことを聞いております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

中村議員。 

○４番（中村 実君） 

ありがとうございました。 

随分橋の方からちょっと外れていったように思いますが、大変能生川橋に大事なパイプ等が何本

も通っているということで、重要な橋であるということを改めて私もわかりました。 

また、何度か私も橋を見てまいりますが、ほとんど改修されてないということで、大変危険なよ

うに思っております。特に市道能生中央線能生川橋は、通勤とか農作業、買い物等に住民が大変利

用されております。その橋がもしなくなったならば、一度旧道から国道に出て、また旧道に入ると

いう大変危ないルートを渡らなければならないと思います。徒歩の方は、自転車道を渡れば安全だ
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と思いますが、最近の人は、ほとんど車を使っているということで、大変必要なルートになると思

います。 

当然、能生地域の生活には、なくてはならない大切な橋だと思っております。１４年の一般質問

のときにも答弁がありましたように、橋を新しくするには、現在の国道の橋の高さまで上げなけれ

ばいけないということで大変工事が難しい、まず無理だろうという話も伺っております。そういっ

た中で、新しい橋をつくることは不可能なのかなという気もしておりますが、今の橋を新しく改修

することによって、１０年、２０年というふうに長く使用できるように私は思います。 

住民が安全、安心で住みよい地域になるように、早目の市の対応を期待いたしまして、また、市

長にお願いをいたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（松尾徹郎君） 

以上で、中村議員の質問が終わりました。 

関連質問ありませんか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

久保田議員。 

○１４番（久保田長門君） 

今、中村議員さんが、能生ガスホルダーの施設の火災発生について詳しく質問されましたが、こ

の災害においては地域住民の生命の安全とか、あるいは市民生活の維持に対して集中的に議論をさ

れてきたわけですが、私はさきの全員協議会におかれて、消防団員の身の危険について質問いたし

ました。そのところ答弁では、これからの対策の中で討議するとの答弁をいただきました。 

１つ目として、現在、糸魚川市全体で一般の消防団員は何名おられますか、お尋ねいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

白山消防長。 〔消防長 白山紀道君登壇〕 

○消防長（白山紀道君） 

お答えいたします。 

糸魚川、青海、能生消防団を合わせまして１,１９０人おります。糸魚川は５５０人です、青海、

能生につきましては３２０名です。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

久保田議員。 

○１４番（久保田長門君） 

ただいまの報告では１,１９０名ほどの団員がおられると。こうした中、今回の災害に限らず、

我が身の危険を省みず、崇高な精神のもと出動してくださいましたが、現在この現場に出動された

多くの消防団員の皆様より、一般火災の出動とは違い非常に身の危険を感じたと声が上がりました。

それは前回も伝えたとおりです。 

私としては、この火災はたまたま不幸の中において、幸運が重なったことととらえておりますが、
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今後あってはならないと思いますが、このようなガスホルダー施設の火災において、今後、前回同

様の消防態勢を実施するか。また、あるいは発生後、約３カ月ほど経過しましたが、現在、糸魚川

市として新たなマニュアルと申しますか、その点をお伺いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

白山消防長。 〔消防長 白山紀道君登壇〕 

○消防長（白山紀道君） 

消防の活動につきましては、糸魚川市の警防計画、あるいは糸魚川市の安全管理規程に基づいて、

警防規程を決めて火災の対応に当たっております。 

その中で、消防団員については署員から比べると装備品が違います。空気呼吸器、刺子等も違い

ますので、消防職員が前面に出て、団員については後方支援というような形で話し合っております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

久保田議員。 

○１４番（久保田長門君） 

今、白山消防長のご答弁をお聞きして、大変安心したところでございますが、前回の轍は、団員

の中から、出動はいとわないが、大変身の危険を感じたという声が私のところにも届いてますので、

今後、普通の火災と違いまして肝に銘じていただいて、危険度の少ない、避けられるものは避けら

れるような体制をとっていただければ、団員の皆様のますますの身の安全を確保するということで、

私のお願いを込めて、要請を込めて、質問を終了します。 

○議長（松尾徹郎君） 

ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

関連質問なしと認めます。 

５０分まで休憩といたします。 

 

〈午前１０時４０分 休憩〉 

 

〈午前１０時５０分 開議〉 

 

○議長（松尾徹郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

次に、新保峰孝議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 〔２９番 新保峰孝君登壇〕 
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○２９番（新保峰孝君） 

私は発言通告書に基づき６点、米田市長のお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

１、北陸新幹線開業に伴う並行在来線第三セクター化について。 

(1) 北陸新幹線の開業見通しと、それに伴う三セク協議の現状、今後の見通しはどうか。 

(2) 並行在来線の経営に関する概略調査の結果についてをどのように受けとめているか。 

(3) 第三セクター鉄道の経営は上下分離方式とし、安全面から見ても指揮系統を一本化するこ

とが望ましいことから、関係各県と共同で経営できるよう強力に働きかけることが必要では

ないか。 

(4) 北陸新幹線開通の影響を受ける在来路線全体の将来性を見据えながら、県、関係市町村と

連携を図り、取り組む必要があると思うがどうか。 

(5) 国に対して巨額の初期投資や経営安定までの財政支援、経営が成り立たない不利な条件を、

求めないことを要求していく必要があると思うがどうか。 

(6) ＪＲに対して三セクへの経営参加を求めていく必要があるのではないか。 

(7) 大糸線は並行在来線ではなく、この存続についてＪＲに求めていくのは当然と考えるがど

うか。 

２、救急医療体制の維持、強化についてであります。 

(1) 救急医療は地域医療の中の一部分であり、地域医療を支えているのは開業医、病院の連携

した力であります。病院の力だけでは、医師の過重労働を招くだけであると考えます。開業

医、病院の連携した力で、地域医療を支えていく重要性についての認識をお聞きしたい。 

(2) 救急医療も含めた地域医療を守っていくためには、開業医も含めた徹底した検討が必要で

あり、その中での連携と機能分担が必要と思いますが、どのように考えているか。 

(3) 国によるさらなる診療報酬引き下げ、一般病床削減が行われようとしている中で、小規模

多機能型病院は、ますます赤字がかさむことになるのではないか。それに伴い、医師の確保

や救急医療体制への協力も難しくなるのではないかと思います。地域の将来も考えた場合、

各病院間、開業医との機能分担をはっきりさせ、連携した力で打開していくことが必要では

ないかと考えますがいかがか。 

(4) その際、病院、開業医、医師会の協力をいただく中で、市立の救急救命センターを建設し、

医師の過重労働軽減と救急医療体制の維持、強化を図る必要があると思いますが、お考えを

お聞きしたい。 

(5) ３次救急体制についての考え方をお聞きしたい。 

(6) 救急医療体制の維持、強化のためには、県レベルだけでなく、糸魚川市独自の長期的視野

に立った医師確保策が必要ではないか。 

(7) 国保診療所の恒常的医師確保策について、どのように考えているか。 

３、火葬場整備及び現施設周辺の道路整備について。 

(1) 火葬場を市内１カ所に統合整備することは、利用する市民の利便性から問題があるのでは

ないかと思いますが、お考えをお聞きしたい。 

(2)一の宮地区に設置されている火葬場周辺の道路整備はいつ行うのか、お聞きしたい。 

(3) 火葬場整備が、仮に現在地とは別の場所になった場合、現火葬場へ行く道路の整備はしな
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いつもりなのかどうか。そうなれば市民要望にこたえず、地元との約束履行を引き延ばした

あげく守らないことになると思いますが、どう考えておられるか。 

４、権現荘及び温泉センターの運営改善について。 

(1) 地域経済に大きな影響を及ぼす権現荘が、全職員一体となった運営になっていないことは

問題であります。雇用形態、労働条件等雇用環境の改善は、その後どのように図られたか。 

(2) 行政頼みで、市外への積極的営業がなければ先細りになります。どのように取り組んでい

るか。 

(3) 地域の高齢者の健康づくりのためにも、温泉の活用を積極的に行う必要があると思います。

どのように活用しているか。 

５、地域情報ネットワーク整備についてであります。 

(1) 情報通信基盤の整備について、２つの方法の説明会がありましたが、施設の更新を２０年

後とした場合、更新時の整備費は単純に考えると、ケーブルテレビ方式で既に整備済みの能

生地区、公共ネット整備の青海地区の分が加わり、６０億円近くになるのではないか。 

(2) 合併に当たっての財政推計では、合併後１０年から２０年の間は、財政規模に大きな変動

がなく、合併時の３分の２の規模になるとされております。そうなった場合、一般会計で

２００億円のとき、情報通信基盤の更新に６０億円近い事業費を投入することになり、しか

も過疎債もなくされる可能性が大きく、合併特例債もありません。財政の将来見通しをどの

ように考えているのか。 

(3) １９９６年９月、科学技術庁の地震調査委員会が公表した糸魚川・静岡構造線断層帯の調

査結果と評価では、マグニチュード８クラスの地震が今後３０年間に起こる確率は約１４％、

今後１００年間では４０％とのことであります。地震の際、ケーブルは有効なのか。地震、

風水害、火災等起こった場合、復旧には施設所有者が当たることとなると思いますがどうか。 

(4) 総合計画の策定に関する市民アンケートの中の都市基盤整備の項目では、情報通信基盤の

整備は、要望の一番多い身近な生活道路の整備の３分の１の９.２％となっております。切

実な市民要望を優先させ、できるだけ費用はかけないで取り組む必要があると思いますが、

いかがか。 

６、浦本地区の下水道整備について。 

(1) 公共下水道と合併処理浄化槽との事業費の差はどうか、浦本地区に限ってであります。早

川関連の工事費はどうか。 

(2) 住民負担の差はどうか。 

(3) 設置場所の確保はどうか。 

(4) 交通渋滞への影響はどうか。 

(5) 要望として出された事業の費用概算はどうなるか。 

(6) 計画変更をめぐる経過はどうなっているのか。 

以上、１回目の質問といたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 
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○市長（米田 徹君） 

新保議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の新幹線開業に伴う並行在来線の問題についての１点目、北陸新幹線の長野・金沢間は、

平成２６年度末完成の予定で工事が進められております。並行在来線への対応として、新潟県では

平成１３年に県と沿線市町村で構成する、新潟県並行在来線対策協議会を設立し、調査検討を進め

てきております。 

２点目の協議会が実施した並行在来線の経営に関する概略調査では、いろいろな運行のケースを

想定して、収支を試算しております。現行の運賃を前提とする限りは、どういう手法を用いても開

業３０年後の累積損益は赤字という大変厳しい内容を受けとめております。 

３点目につきましては、現在、並行在来線のあり方懇談会で、経営母体や運営方式について検討

している段階であります。 

４点目以降のご提言につきましては、今後、協議会においてＪＲや国からの支援についても検討

することになっており、協議会で結論を得て関係各県、市町村などが一体となって要望活用を行っ

ていくこととなることを考えております。 

また、７点目の大糸線の存続につきましては、引き続き沿線各団体と利用促進を図りながら、Ｊ

Ｒに要請をしてまいります。 

２番目の１点目と２点目の救急医療を含めた地域医療についての開業医と病院の連携についてで

すが、ご指摘のとおり救急医療体制を維持していくには病院だけでなく、開業医の協力が重要なこ

とであり、今後、病院の医師が減少していく中、開業医の皆様方と病院と十分連携を図ってまいり

たいと考えております。 

３点目の医療制度改革に伴う今後の救急医療体制維持についてですが、医療制度改革に伴う病院

経営が、ますます厳しい状況になっておることはご指摘のとおりであります。救急医療体制を維持

するためには病院の医師確保と各病院間の連携と、また開業医との病院間の連携と、非常に大切な

この連携を私は考えておりますので、重要なことと考えております。 

４点目の救急救命センターについては、松田議員への答弁でお答えしたとおり医師の確保、医師

会との協議、財政負担などから、現時点では困難な状況であると認識しております。しかし、この

構想を含めた救急医療体制については、今後早急に検討してまいります。 

５点目の３次救急体制についてですが、３次救急は２次医療機関での対応ができない、複数の診

療科にわたる重篤な救急患者に対して高度な医療を提供する医療機関で、救急救命センターと呼ば

れております。 

現在、当圏域では県立中央病院がその役割を担っており、今後とも地域の救急医療の拠点として、

中心的な役割を果たすことを期待しております。 

６点目の糸魚川市独自の医師確保についてですが、本年度から医師養成就学資金貸与事業への参

画により、将来１名の医師が確保できる見込みであります。今後も継続して県へ要望してまいりま

す。また、その他の対策として市出身の医師などに対して要請をするなど、さまざまな方策を検討

してまいります。 

７点目の国保診療所の恒常的医師確保についてですが、現在、能生国民健康保険診療所について

は、平成１７年度に定年退職された利根川先生から、引き続き非常勤特別職として勤務いただいて
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おります。 

恒常的医師の確保については、当地域にとって大変厳しい状況となっておりますので、利根川先

生のご意見を尊重しながら、当面は能生地域の医療を担当していただきたいと考えております。 

３番目の火葬場の整備についてでありますが、２つの施設とも老朽化が進み、検討しなければな

らない時期にあると認識しております。平成１８年度に庁内検討委員会を立ち上げて、統合するか

否かを含め建設位置、規模、附帯設備などの問題について、検討を進めてまいりたいと考えており

ます。 

一の宮地区の火葬場へのアクセス道路につきましては、市道後生山線を利用した東側からの整備

について、新年度において測量を実施し、法線を検討する予定といたしております。その後、地区

の皆様や関係者への説明を実施し、ご理解がいただければ、平成１９年度以降に工事着手したいと

考えております。 

４番目の権現荘及び温泉センターの運営改善についての１点目、雇用環境の改善でありますが、

勤務についてはそれぞれ予定表に基づき勤務し、効率的に仕事を進めているところであります。ま

た、土・日曜日など多くのお客様がおいでになるときにはパート職員を雇用し、対応しております。 

宿直員については臨時雇用、及びシルバー人材センターとの委託契約で対応しておりますが、業

務内容の見直しを行い、新年度において契約金額の見直しを行いたいと考えております。 

また、自治体が行う宿泊施設などの経営について全国的に課題となっておりますので、指定管理

者制度の導入など、民間活力の検討が必要と考えております。 

２点目の市外への積極的な営業についてですが、権現荘での企画ものについては朝日町、入善町、

黒部市など富山県東部を中心にチラシの配布を行うとともに、埼玉県土建国民健康保険組合と指定

宿泊施設の契約を行うなど、有効な宣伝について研究しているところであります。 

３点目、地域の高齢者の健康づくりのための温泉の活用についてでありますが、旧能生町を対象

に無料送迎バスを平成１６年４月から実施し、お年寄りの利用促進にも努めております。 

５番目の地域情報ネットワーク整備についての１点目、再構築費については設備の状況がそれぞ

れ違いますので、一概にお答えできませんが、初期投資に近い費用が全体としてかかるものと考え

ております。 

２点目の財政の将来見通しについては、交付税措置のある起債や補助事業の状況の予測が困難で

ありますが、国の財政構造改革や地方財政計画による地方交付税の状況から、より一層の地方財政

の健全化や適正化が求められていると考えております。 

３点目、中越大震災での光ケーブルの状況では、土砂崩れなどで断線した箇所もありますが、電

話などと同程度に回復されたと聞いております。私といたしましては、意外と大丈夫だと聞いてお

るわけでございますので、安心をいたしておる部分もあります。施設の復旧については、施設所有

者が基本的には管理することとなります。 

４点目、情報通信技術の急速な普及により、産業や行政をはじめ教育、医療、福祉など、市民生

活のさまざまな面で影響が出始めており、情報通信基盤整備により市民の利便性の向上が期待でき

るわけでありますが、市民ニーズや限られた財源での費用対効果、民間誘導による整備も含めて、

実施することが必要であると考えております。 

６番目の浦本地区の下水道整備についての１点目、公共下水道と合併浄化槽の差でありますが、
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公共下水道の概算事業費は約１６億円と見込んでおり、浄化槽は耐用年数が約３０年と言われてお

り、下水道の約６０年より年数が短くなっておりますので、浄化槽事業では１回入れ替えを行うと

して、概算事業費は約１０億円と試算しております。また、早川横断の概算工事費は、約１億

５,０００万円と見込んでおります。 

２点目の住民負担の差についてでありますが、下水道事業では受益者負担金として全体で約

７,０００万円を見込んでおり、浄化槽事業では分担金として、全体でこれも約７,０００万円と試

算しております。 

３点目の設置場所の確保でございますが、浄化槽設置場所については、一部敷地内設置が困難な

方もおられますので、浄化槽事業では実施する場合には、数件まとめて処理することも必要である

と考えておりました。 

４点目の交通渋滞への影響でありますが、畑野議員のご質問にもお答えしたように、少なからず

影響が出るものと考えております。今後、庁内関係各課及び関係機関と十分に協議を行い、最大限

影響を減らすべく対策を検討してまいります。 

５点目の渋滞緩和対策の概算費用につきましては、まだ具体的には検討しておりません。 

６点目の計画変更をめぐる経過につきましては、畑野議員にお答えしたとおりであります。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の課長からの答弁も

ありますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

並行在来線の関係ですが、開業後３０年間の公共負担額の累計額が最小で約６９億円、最大で約

５３５億円になるという試算が出されております、三セクでありますね。どういう形態であっても、

先ほど市長が言われましたように、赤字は避けられないということであります。 

北陸本線のトンネルの維持だけでも大変だと思います。三セクの枠組みと国の支援について、並

行在来線対策協議会ではどのような論議がされているのか。平成１８年度をめどに、並行在来線の

経営に関する基本方針を策定するということでありますけれども、これについて伺いたいと思いま

す。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

野本企画課長。 〔企画課長 野本忠一郎君登壇〕 

○企画課長（野本忠一郎君） 

並行在来線の現在あり方懇談会ということで大学教授等の有識者、それから３市の助役等も含め

たそういった懇談会を持っております。 

その中で、今おっしゃった問題について概略調査では、いずれの方法でも赤字なので、これでは

どうしようもないだろうということで、その上に今おっしゃったＪＲの協力、それから国の協力と

いったものを含めた中で、どのような経営形態になるのかということの検討を現在進めておりまし

て、そういった中で、今は国に対してこうしてくださいという要望では、なかなか通らないので、
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こんなような形にすれば、経営ができるんでないかという形の提案書のような形を、経営モデルと

してぶつけていきたいということで、懇談を進めているところでございます。 

それからもう１つ、他の県との協力といいますか、その県についても当然、考え方として出てお

るわけでございまして、そうした働きかけも県では過去にされておりますが、長野県の方は、まだ

十分な体制ができていないのでということでございますし、富山、石川については、実は富山石川

だけでペイするというような試算もあるということで、なかなか協議が整っていないということで

ございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

大きい枠から言うと、今見ると富山県はそれでいいかもしれないけど、長い目で見れば結局は富

山県だけでは、これはいろんな不都合が出てくると思うんですよね、それはご承知のとおりだと思

うんで。そういう点も粘り強くやっていっていただきたいと思うんです。 

それから信越本線、北陸本線ですね、ここに特急を走らせると、そういうふうなことも要求して

いくべきではないかと思うんですよね。赤字をなくするためには、そういう列車も走らせないこと

には、どうしようもないわけですよ。国だって承知してると思うんですね。こういう点もやっぱり

打破していく必要があると思うんですけれども、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

栗林助役。 〔助役 栗林雅博君登壇〕 

○助役（栗林雅博君） 

今ほどの在来線の関係でございますけれども、現在、県を中心にして今取り組んでおるというこ

とを、課長の方から申し上げましたけども、その内容につきましては経営部会と、いわゆる利用促

進部会の２つに分けて、今検討をしておるところでございます。 

それと信越線、北陸線の特急ということでございますけれども、線路は１本であると。それを途

中で分割をして、切り離すこと自体もおかしいんではないかということも、我々は今話をしている

ところでありますけれども、いかんせん今ほど課長が申し上げましたように、富山、石川の県では、

直江津以西の方を一緒に含めて検討してもらえないかという県の働きに対して、それは含めないで、

別で検討するという方向を出しておるようでございますので、現在のところ新潟県内の中身だけで、

いろいろ話をしております。 

ただ、この方式につきましても青森方式、あるいはいわて銀河鉄道方式、あるいは九州の肥薩鉄

道の方式をそれぞれ試算をしながら、どのような方法で国と折衝をしていくかという段取りをして

おります。ただ、これも新潟県だけで決めても、それぞれの隣接をする県の方向によって、その方

式が取り入れられるかどうか、そのこともまだ課題として大きく残っているところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 
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○２９番（新保峰孝君） 

在来線を存続させていくためには、やはり全国ネットワークが必要だと思うんですよね。途中で

切れれば、つながらなくなっちゃうわけでしょう。特に、ＪＲ貨物なんか困るわけですよ。だから

そういう点で、ほかの県との協調もぜひ今言われたような点で、積極的に働きかけていただきたい

と思います。 

１月１４日から運休していた大糸線が、きょう８日から運転を再開したということでありますけ

ども、まだ完全ではないということであります。２０年ぶりの豪雪とはいえ、２カ月近く運休とい

うのは、これまでなかったんではないか。小滝・平岩間の雪崩の危険を回避するためということの

ようでありますが、このようなことが続きますと、廃線の地ならしではないかと思ってしまいます。

雪崩の危険というのは毎年あるわけなんで、来年に向けて、またこういうことがないように、この

夏の間にＪＲに対して雪崩防止柵、雪崩防止のそういう柵をつくるように、対策をとるように、強

力に求めていく必要があるんではないかと思いますが、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

野本企画課長。 〔企画課長 野本忠一郎君登壇〕 

○企画課長（野本忠一郎君） 

おっしゃるように、そうした方向で考えておりまして、既に市長からも、それから県からも、そ

のような要望をしております。実はこの３月２３日に、大糸線の期成同盟会でも同様の要望を、Ｊ

Ｒに求めていくということにしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

救急医療体制の点ですが、現状のままでは私は維持できない、そういう段階にきているんじゃな

いかなというふうに思います。まだ今の体制で維持できるというふうにお考えなのかどうか、お聞

きしたいんですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

小林健康増進課長。 〔健康増進課長 小林正雄君登壇〕 

○健康増進課長（小林正雄君） 

お答えいたします。 

現状の救急医療につきましては、１次、２次救急につきまして、１次につきましては医師会に委

託をいたしておりますし、２次につきましては委託は糸魚川総合病院、姫川病院の２病院に要請を

させていただく中で実施をいただいておりまして、現在はこの地域内で、ほぼ完結している状況で

はないかというふうに認識しておりますが、深刻な病院の医師不足の現状からは、今後もこの体制

が継続していくことは非常に困難だと考えております。 

そういったことから、当面の緊急課題等につきましては、市長を先頭に迅速な行動をとらさせて

いただくように努めております。今後の課題等につきましては、現在組織されました糸魚川地域医
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療体制整備推進会議により関係機関との共同の検討をする中で、体制整備を図っていきたいという

ふうに考えておるところであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

どういう新たな施策を打ち出して、打開していくかというのが、今問われているんじゃないかと

思うんです。そういう点で、救急救命センターの建設、設置も、それも検討に含めてぜひやってい

ただきたい。 

それと同時に、県の医師就学資金貸与事業に参画したわけですが、先ほど言われましたように

１名確保できると。それだけでなくて、それではとても間に合わないわけですよね。糸魚川市独自

のこういう就学資金貸与事業、これも検討する必要があるんでないかというふうに思うんです。 

それと、先ほども言われましたけれども、糸魚川市出身のそういう方にぜひ来ていただきたいと

いう、そういう取り組みをすると同時に、今言った長い目で人材を育てて、そういう人たちに大い

に力になってもらうと、両面からやっていく必要があると思うんですが、いかがでしょう。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

小林健康増進課長。 〔健康増進課長 小林正雄君登壇〕 

○健康増進課長（小林正雄君） 

お答えいたします。 

ただいまの議員ご指摘のとおりでございますし、現在、具体的な名称はお答えできませんが、県

内に勤務されておられます医師等を通じて、そういったお話を進めさせていただきたいということ

で、関係者のご協力をいただくように努めているところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

火葬場整備の関係ですが、先ほど後生山線の方からの取り組みを話されたんですが、平成１９年

度以降に着手したいということでありますが、新しい火葬場がどういうふうな形になるか、これか

ら検討するということでありますけれども、それをつくる前に道路の方はきちんと整備するんだと

いう考えで、そういうふうに受け取ってよろしいですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

吉岡建設課長。 〔建設課長 吉岡隆行君登壇〕 

○建設課長（吉岡隆行君） 

お答えいたします。 

火葬場整備の計画につきましては、先ほど市長が答弁したとおりでございますが、それに今現行

の火葬場へのアクセス道路につきましては、非常に狭隘であり、また、わかりにくいという難点も
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あり、また、地元からのご要望もあるわけでございますので、担当課といたしましては、先ほど市

長が申し上げましたように、後生山線の方を利用する中での東側からのアクセス道路というものを

整備をしていきたいと、こう考えております。 

そして火葬場整備との整合でございますが、これは火葬場だけではなく、近隣に住宅も張りつい

ているわけでございますので、火葬場整備を全く切り離すというわけではございませんが、検討に

はかかわらず、この道路整備というのを先に進めていきたいと、こう考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

権現荘の関係ですが、これまで宿直兼保安要員の方の身分については、市で雇っていたという形

だったと思うんですね。先般、支配人が宿直兼保安要員の方に、今度、シルバー人材センターに移

ってもらうことになったと。シルバー人材センターの登録をしていただきたいと、もう一人の方に

は了承して書いてもらったと、こういうふうに言って署名、判こをもらって、もう一人の方には、

もう一人の方は了承して書いてもらったんだから署名、判こをいただきたいと。こういうふうなこ

とで、今まで市で雇っていたという形のものを、シルバー人材センターの方へ移すというふうなこ

とを唐突にやられたと。数日して、それが取り消されて、元の形になったということでありますけ

ども、こういうふうないいかげんなことが放置されていいのかと、許されるのかというふうに思う

んですね。どうなっているのか、お聞きしたいと思うんですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田村商工観光課長。 〔商工観光課長 田村邦夫君登壇〕 

○商工観光課長（田村邦夫君） 

このことにつきましては１２月の議会で、新保議員から質問があったわけでありまして、その後

の経過ということで。 

いわゆる宿直員につきましては３名が勤務いただいておりまして、そのうち１名がシルバー人材

センターの委託で、あとの２人は直接雇用という形で今まで対応してきたわけであります。確かに

勤務内容につきましては、一般の宿直員の対応とちょっと違っている面がございまして、また、権

現荘というひとつの旅館業でございまして、いろいろな難しい対応もあるのではないかと、このよ

うに思っております。 

その中で例えば雇用形態、あるいは労働条件等について、いろいろと問題点があったわけであり

まして、そういうもろもろの中で検討した中で、星野支配人の方からシルバー人材センターへの委

託という中で、１つの雇用形態をしっかりしたものにして行っていきたいというような相談も実は

ございまして、いろいろ今取り下げだとかいう話も、ちらっと議員から言われておりますけども、

基本的にはこの１８年４月からは、３名の方につきましてはシルバー人材センターへの委託という

中で対応していきたいというのが、基本的な方針としたところでございます。 

そのことによりまして、本人の承諾も当然必要でございますし、基本的に私が聞いている範囲で

は、承諾をいただいておるということで聞いておるわけであります。 
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以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

雇用の問題、身分の問題ですよね。きちんと、こういうふうに市としてはしたいんだけども、こ

れでどうですかというものを、きちっと話さんきゃならんのでないですか。もう一人の人は了解も

らって、判こもらったから判こ押してくれと言って、こちらの人に判こもらったら、こちらの人は

もうこっちの人もいいと言ったから判こをくれ。そういういいかげんなことでやられるというのも、

おかしいんでないかと思うんですね。 

権現荘のような宿泊施設の場合、夜間無人になる公共施設と同じじゃないと思うんですよ。泊ま

っているお客さんがいるわけでしょう。責任もってやらなきゃならんところでしょう。市で雇って

いる者、そういう方を簡単にシルバー人材センターの方へ、はい、そっちの方へ頼みますというふ

うには、いかないんじゃないかと思うんですよ。ある程度安定した形で勤めてもらうと、そのため

にも働いている人たちときちんと話をして、納得のもとにどういうふうにするかと決めるべきでな

いかと思うんです。だまし討ちみたいもんでしょう。こういうことを許されていいんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田村商工観光課長。 〔商工観光課長 田村邦夫君登壇〕 

○商工観光課長（田村邦夫君） 

確かに説明不足であったということについては、これは当然、私も聞いておりまして、そこら辺

の理解がお互いにされていない部分が、今まで従来あったというふうに聞いております。 

その中でどういった改善方法があるのか、例えば１２月議会で議員がご質問のとおり、例えば年

休の付与でありますとか、いろいろな問題点、あるいは３名の雇用でローテーションを組んで行っ

ておるわけでありますけども、当然その間で、例えば欠員が生ずる、あるいはお休みをいただくと

いうような形になりますと、それについて対応するということになりますと、なかなか直接こちら

の方でやっているよりもパイの大きいシルバー人材センターにお願いした方が、より効率的ではな

いだろうかというような、いろいろな検討をしてまいったわけでありまして、当然お一人の方につ

いては、説明がまだ足らないというようなことになりますと、これは当然さらに説明を加えながら

ご理解をいただくというような形で進めさせていただきたいと、このように思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

きちんと話をしていただきたいと思います。 

１２月の際にも質問したんですが、勤務表は少なくとも１カ月単位でつくるのが当たり前ではな

いかと思うんですね。１２月の定例会の質問の後、少し改善されたと。前日でないと休みがわから

ないというのが２日前にわかるようになったと、１日改善されたわけですね。それでは、まだ困る
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んではないですか。もし支配人ができないのであれば仕事の分担をして、ほかの職員がすればいい

ことでしょう。そういうことさえやらないというのは、やる気がないんじゃないかと思うんですけ

れども、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

栗林助役。 〔助役 栗林雅博君登壇〕 

○助役（栗林雅博君） 

今雇用の問題の関係のご質問ですけれども、権現荘そのものの例えば運営のあり方、それから今

雇用、それから人間の採用と言いますか、職員の採用の仕方、これを全体的に見直しをしなければ

ならない箇所が幾つかございます。ですから今議員がおっしゃるようなことも含めて、しっかりと

この内容を点検して、健全な経営の取り組みを図ってまいりたいと、こう考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

ぜひそうしていただきたいと思います。 

基本的にはそれでいいんですが、もう１つつけ加えて接客係の方の手配、これは市の職員がいら

っしゃいますよね。当然、市の職員がやられていると思いますけれども、だれがやっているのか。 

それからもう１つ、やっぱりそこに働いている人たちが、きちんとミーティングをして、会議を

して、打ち合わせをきちんとやって、こういうふうにしましょうといろんな意見が出るのを取り入

れたりしてやっていかないと、そこの職場と言いますか、働く人たちが「よし、やろう」と一体と

なった、そういう取り組みができないんではないかというふうに思うんですよ。そういう点も、ぜ

ひ留意してやっていっていただきたいと思いますが、この点どうでしょう。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田村商工観光課長。 〔商工観光課長 田村邦夫君登壇〕 

○商工観光課長（田村邦夫君） 

いわゆる接客に当たるフロント業務におきましては、常時５名が配置になりますが、そのうちの

３人がいわゆる正規の市の職員ということでございます。 

また、実際の接客と言いますか、パントリーの関係でいきますと、正規の臨時職員ということで、

これは市の職員待遇ということになりますけども１人がおりまして、そのほかに臨時職員、あるい

はパート職員がほかに４名おるという中で、いわゆる全体的に、常に市の正規職員が当たっている

ということではございませんけども、時間においては、そういった方々からお願いする場合も当然

ございますけども、そういうような体制の中で取り組んでおるということでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 



 

－ 350 － 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

ぜひこういうお客さんを迎えてやっていく仕事でありますから、中で働いている人たちがきちん

と働けるように、気持ちよく働けるように、努めていただきたいというふうに思います。いつまで

たっても改善されないということでは、困るわけであります。 

情報ネットワークの関係で伺いたいと思います。 

更新に関連して、能生の有線テレビの例でお聞きしたいんですが、平成２年ごろ旧能生町が有線

放送を引き取って施設整備をしたと思いますけれども、合併前の平成１６年度に約１０億

２,０００万円の事業費で、難視聴対策として光ファイバーに更新をしております。これらの経過

から線、ケーブルですね、それと機械類、この更新年次というのは、どのぐらいで更新されるもの

かということについて、お聞きしたいんですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

野本企画課長。 〔企画課長 野本忠一郎君登壇〕 

○企画課長（野本忠一郎君） 

ＣＡＴＶの更新の関係ですが、放送設備は大体１２年ぐらい、それからいわゆるケーブルについ

ては、２０年というふうに聞いております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

ケーブルの点については、能生の場合は前は金属線だったと思うんですが、それは２０年たたず

にかえたんでないかなと思いますが、その具体的なところをよく承知していないんで、その辺のと

ころと。 

それから、各家庭に光電変換装置と言うんですか、そういうのを配置していると言いますか、各

家庭に渡っていると思うんですけども、そういう機械類というのは、どのぐらいの更新年次になっ

ているもんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

小林能生支所長。 〔能生支所長 小林 忠君登壇〕 

○能生支所長（小林 忠君） 

お答えをいたします。 

更新前のメタルでございますけども、これは一応耐用年数は、規定では１０年ということであり

ますけども、私どもは１５年ほど使わさせてもらっております。光ファイバーになった場合、今ほ

どおおむね２０年と見てるという企画課長の話もあったわけですが、この光そのものは比較的新し

い製品でございまして、具体的に何年という基準がございません。いろんな情報を総合して聞いて

おりますと、既に２０年近く使っているところもある。１５年過ぎても全く何の劣化もないという

ようなことを聞いておりまして、はっきり言って、どれぐらいもつかというのは、よくわからない

点もございます。ただ、今のところいろんな計画を立てる段階では、２０年ぐらいがいいのかなと

いう判断でございます。 
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それから光電変換装置については、いろんな機械設備と同じように、企画課長が申しましたよう

に２０年ほどということで考えているところでございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

そうすると放送設備は例えば２０年の単位で見た場合に、ケーブルは２０年、しかし放送設備の

方は、その間に１回かえんきゃならんということになりますよね。そうすると送受信装置が約３億

円の事業費ですけども、これが２０年だと、例えば１０年でかえんきゃならんとなれば、今度は倍

になると。 

それから各家庭の光電変換装置、これも全体の中で見て各戸に５万５,０００円の負担をお願い

したということのようでありますが、これも１２年、わかりやすく言うと１０年でかえたとすれば、

２０年という単位で見れば、２回更新せんきゃならないというふうになると思います。その分、費

用が多くかかってしまうということになると思うんですが、この光電変換装置というのは、今度そ

うすると例えば１０年、あるいは１２年でかえる場合には、この先どういうふうになっていくかわ

かりませんけども、この能生で取り組んだときのやり方で、また各戸に負担をお願いするのか、そ

れとも各戸に配置されているわけですから、その辺の考え方はどうなるのか。負担の考え方、その

辺のところについて伺いたいんですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

その辺も含めて、これから調査なり、いろいろと検討してまいりたいと思っておるわけでありま

す。 

ご存じのように、確かに先ほど言いましたように、更新時には投資した額が大体かかるんではな

いかというのは、今現在の考え方でございますし、そしてまたこれからの新しいこの時代の流れの

中においては、機材もまたいろいろ進歩もしていくわけでございましょうし、また助成事業もいろ

いろこれからも変わっていくわけでございまして、その辺を私は考えながら、新年度で調査検討を

させていただきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

２０年という単位で見れば、設備の更新には大きい費用がかかると思います。その際の維持管理

と更新時の対応ですね、かなり大きい額がかかるんですが、そのときになってその額に対応するの

かという考え方なのかどうか伺いたいんです。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

当然その辺についても、やはり考えながらいかなくてはいけないんだろうと思っております。た

だ単に、初期投資をすればいいというわけではございません。その辺も含めて、これから我々糸魚

川市としては必要な施設かどうか、検討させていただきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

１２月に経済産業省が２０３０年の地域経済の試算を発表して、ご承知のとおりでありますが、

新潟県内いずれも縮小の推計なんですけども、その中で糸魚川市は２９.３％で最も縮小の規模が

大きくなっております。産業振興に全力で取り組むと、働く場の確保を図る。これに大いに取り組

みながら、そうならないようにすることが大事でありますけれども、こういう環境にあるんだとい

うことをよく考えて、私は取り組む必要があるというふうに思います。 

それと先ほど言われましたけれども、市民要望というものもありますし、最小の経費で最大の効

果を上げるようにすべきだと私は思います。私は市がやらなければいけないのは難視聴対策、それ

から公共施設間を結ぶネット、こういうところをやる必要があると。あとは民間に任せればいいん

ではないかというふうに思いますが、お考えを伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

議員ご指摘の点についても理解できるわけでございますが、この情報化の事業につきましては、

合併のときの新市建設計画の中にも位置づけられているこれは仕事でございますので、そういった

点を大きく私たちは考えなくてはいけないと思っておりますし、この行政ニュース、そしてまたコ

ミュニティニュースというものをやはり全市で共有することが、市の一体感を高めるものだと私は

とらえておるわけでありますので、その点についてのこれは事業化だろうと思っております。 

確かに議員ご指摘の点も、当然十分その中にも組み込まれるものだろうと思っておりますが、そ

ういう形で、この事業を取り組まさせていただきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

この情報通信の技術的な進歩というのは目覚ましいものがありますので、そういう点も十分考え

て取り組んでいただきたいと思います。 

浦本地区の下水道整備についてであります。 

公共下水道から合併処理浄化槽に変わって、そしてまた公共下水道になるというふうに変わって
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きたわけですが、私は合併の際に下水道整備は能生、青海は基本的に終わっていると。しかし旧糸

魚川市が残っている状況だったと。事業費も非常に大きい、そういう事業になっていると。これを

できるだけ早く、少ない費用で完了させなければいけないということで、そういう中で浦本の問題

もあったんではないかと思います。 

合併処理浄化槽という、そういうふうになっていった理由は２つあったと思うんですね。１つは

事業費で、もう１つが国道８号の工事による渋滞の問題。この２つの点について、どういうふうに

されたのか、どう解決されたと言いますか、どのように解消しようとされているのか伺いたいんで

すが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

神喰都市整備課長。 〔都市整備課長 神喰重信君登壇〕 

○都市整備課長（神喰重信君） 

お答えをいたします。 

なるべく早く浦本地区の整備を図りたいということで、浄化槽をちょうど１６年度から国の制度

で、市で設置することが可能だということで、地元の負担も少なくて済むというようなことから浄

化槽事業を提案したところであります。 

議員がご指摘のとおり、確かに浄化槽は費用が安くて、そして国道８号の渋滞対策という面があ

りますが、ただ地元の皆さんは当初から公共下水道でということで、一番浄化槽でネックになった

のが個々の敷地が狭いと。家屋が連たんしてるために、その浄化槽を１軒ずつ設置したとしても、

臭気がどうしても残ってしまうということ。それから、その臭気対策の１つといたしまして、排水

路に水を流す水源がないというようなことで、最終的には、ご理解をいただけなかったということ

であります。 

国道８号の渋滞につきましては、ご指摘のとおりでございますので、今後、最小限にとどめるよ

うに検討してまいりたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

今ありました話し合いの中で出された排水処理の問題で、臭気が残ると、水源がないと、水がな

いというのは、これは合併処理浄化槽で整備する山間部も同じだと思うんですね。結構側溝と言い

ますか、そこに水が普段は流れてないところが結構多いわけでしょう。流しても途中で消えてしま

うと言いますか蒸発してしまうという、そういうふうな問題もあるんで、それはそんなに変わりな

いんじゃないかなと思うんですよ。 

私はそこに住んでいらっしゃる方たちの協力を得て、きれいな水にして排水するというのが皆さ

んの仕事だと思うんですね。合併処理浄化槽は今のままでいきますと、合併処理浄化槽は汚いもの

だと、汚い水を流すんだということを、皆さんが認めたということにならないんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（松尾徹郎君） 

神喰都市整備課長。 〔都市整備課長 神喰重信君登壇〕 

○都市整備課長（神喰重信君） 

お答えいたします。 

浄化槽にしても、公共下水道にしても、浄化度は変わらないわけでございますが、ただ、浄化槽

の場合は、やはりそれぞれの家屋のすぐ側溝なり排水路に流すということで、どうしても臭気が残

るということでございます。 

その対策として先ほど申しましたとおり、常時水が流れていれば、その軽減が図れるわけでござ

いますが、なかなかその水利がうまくないというようなことから、ご理解をいただけないというこ

とでございます。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

以前、かなり前ですけども、沖縄の具志川市、現在のうまる市へ行ったことがあります。図書館

の排水処理を合併処理浄化槽、ＥＭ処理でやっておりました。その水を飲んできた覚えがあります。

透明で、においもありませんでした。米田市長も一緒に行かれたので、ご承知のことと思います。 

石井式合併処理浄化槽というのをご承知だと思うんですが、ＢＯＤが１ｐｐｍという高性能で、

十数年前から普及してきております。いろんな合併処理浄化槽があるわけですよね。市販されてい

るものは、安い、性能が悪いというものも出てるし、一定程度のレベルで高性能のものも出てるし、

いろんなのがあるわけですよ。どういうものを普及するかというのは、一切今のところ何もやって

いらっしゃらないわけでしょう。特別に悪いのは、国の基準以下というのは、それはあり得ないわ

けだけれども、国の基準の２０ｐｐｍというものが、もう全然話にならない数字ですから。そうい

うばらつきがある中で、その排水が臭気があるとか、ないとか言っとってもしようがない話で、臭

気が残らないような、そういう設備にするというのが大事でないかと思うんです。 

浄化センター建設のときに、地元と協定を結びましたよね。ＢＯＤを３ｐｐｍ以下にすると、そ

れをやると。当初は私も含めて、浄化センターで３ｐｐｍというのは非常に難しいと、だけど職員

の皆さんはやられたわけでしょう、努力をして。今、１ｐｐｍ台になってるわけでしょう、いいと

きは。そういうふうに合併処理浄化槽も、いいものをどんどん普及していくと。 

そして排水は、ずっときれいな水を流すんだというふうにしないと、合併の新市の建設計画とい

った「翠の交流都市」の翠の部分、一体この翠にはどういう意味があるんだということを考えた場

合に、その中に水も入ってるわけでしょう。姫川の水はきれいです。しかし排水の方は、そんなに

きれいじゃありませんというわけじゃないでしょう。いろんな面できれいなそういう水にしていく

という、自分たちの仕事の中で取り組んでいくというのもあると思うんです。 

ですから、そういう点も含めてもう少しよく話し合って、合併処理浄化槽はどういう機種を普及

するかというものを含めて、私は検討すべきでなかったかなというふうに思うんですが、結論を出

すのは拙速に過ぎたんではないかと思いますが、いかがですか。 



－ 355 － 

＋ 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

神喰都市整備課長。 〔都市整備課長 神喰重信君登壇〕 

○都市整備課長（神喰重信君） 

議員のご指摘のとおり、確かに高処理型の浄化槽がございまして、チッソ、リンの除去型、それ

からＢＯＤの除去型というようなことで、３４％ばかり単価についてはアップするわけであります

が。 

公共下水道の浄化センターは、かなりおっしゃるとおり高処理になっているわけでございますが、

どうしても臭気だけは今のところ取れなくて、測定をしていただいているんですが、放流口では残

るというようなことで、臭気の対策がやはりまだまだ十分解決してない状況でございます。 

結論を急ぎ過ぎたということでございますが、改めて地区の皆様方に説明会を開きまして、最終

的に地域の皆さんの総意というようなことで、今回、公共下水道で整備をさせていただくというこ

とで、決めさせていただいたわけでございます。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

浦本地区の場合は、土地が狭隘であるということで、ある程度は理解できるんですよ、それはわ

かるんですけど、ですけどもやはり合併処理浄化槽もきちんとしたものにしていくということも、

ぜひやっていただきたいというふうに思います。また機会を見て、取り上げさせていただきます。 

○議長（松尾徹郎君） 

以上で、新保議員の質問が終わりました。 

ここで１時まで休憩といたします。 

 

〈午前１１時５３分 休憩〉 

 

〈午後 １時００分 開議〉 

 

○議長（松尾徹郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

次に、鈴木勢子議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

鈴木議員。 〔１９番 鈴木勢子君登壇〕 

○１９番（鈴木勢子君） 

１９番、鈴木勢子です。発言通告書に基づき３項目質問いたします。市民の目線に立った前向き

なご答弁をお願いいたします。 
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１番目、危機的な地域医療体制についてお尋ねいたします。 

文教民生常任委員会の閉会中調査で、地域医療体制が危機的な状況であることを認識しました。 

特に、医師不足により糸魚川総合病院の産婦人科の存続が危ぶまれ、地域の少子化に一段と拍車

がかかると危惧しております。また近い将来、阿賀野市立水原郷病院と同じ状況になるのではと推

測されます。 

そこで、次の点についてお尋ねいたします。 

(1) 糸魚川総合病院産婦人科について。 

  １９年度から医師２名の撤収が予測され、これに伴い小児科の存続も危ぶまれ、若い人た

ちが安心して子供を生み育てることができない地域になっていきますが、市の見解と今後の

対応はいかがでしょうか。 

(2) 救急医療体制についてお尋ねいたします。 

  この４月から、地域の基幹的病院である糸魚川総合病院３名、姫川病院１名の医師が減数

となる中で、これまでと同じ救急体制ができないと病院側から伝えられております。 

  市民の安心、安全な生活の根底が崩れようとしている中で、市としての今後の対応はいか

がでしょうか。 

  また、１０年先を見据えた「救急救命センター」（公設民営）の設置を検討すべき段階で

はないかと思いますが、いかがでしょうか。 

(3) 糸魚川地域医療体制整備推進会議について。 

  限られたスケジュールの中で、抜本的な解決策を求められておりますが、去る２２日の会

議では欠席者も多く、市民代表をふやして進めることが必要ではないかと感じました。 

  今後のプロジェクトチームは公募も含め、若い世代を巻き込んだ市民参加による知恵の出

し合いにつなげるべきだと考えておりますが、いかがでしょうか。 

(4) 危機的な地域医療体制について。 

  市の限られた財源の中で優先順位としての位置づけ、中長期的な取り組みはいかがでしょ

うか。 

(5) 県地域医療圏域の変更に伴い、当糸魚川市が上越圏域に組み込まれることにより、今後ど

のような影響が生じるでしょうか。 

２番目、大幅な介護保険料の値上げについてお尋ねいたします。 

第３期介護保険事業は、予防重視型制度とも言われておりますが、１８年度からの介護保険料が

示されました。能生地区においては３７％を超える値上がりとなり、合併の反対が多かっただけに

市民の不満も多いと受けとめております。 

去る１２月定例会、私の一般質問で介護保険事業計画についてお尋ねいたしましたが、計画は策

定中ということであり、今議会に計画が示されないまま大幅な値上がりとなっております。 

第３期介護保険事業の目玉でもある地域包括センターの位置づけや、小規模多機能施設などの介

護サービスの内容が不明確であります。 

このほか事業の合併前の旧市町と同様のサービスが受けられるのか、また、在宅介護についても

値上がりに比例する介護サービスが受けられるのか、市民の不安が寄せられておりますが、その事

業内容はいかがでしょうか。また、今後市民への保険料の値上がりをどのように説明していくので
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３番目、新年度からの行政組織の問題点についてお尋ねいたします。 

議会の行革特別委員会で示された行政組織案で、部・課・係や支所の名称、その位置づけなど協

議、議論されてきました。 

また、国の最重要課題として位置づけられている男女共同参画社会の推進の係の設置など、その

後、庁舎内でどのように協議してきたのでしょうか。その経緯をお尋ねいたします。 

能生、青海地区の支所の名称の変更についてでありますが、各地域審議会にどのように諮ってき

たのでしょうか。審議会委員の意見集約はいかがでしょうか。 

２１世紀は情報公開、市民参画、ボトムアップの時代で、これらを十分に生かした新組織機構で

あるのか、その見解をお尋ねいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

鈴木議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目の糸魚川総合病院の産婦人科についてですが、少子化対策のためにも産婦人科が

なくなるということは、絶対に避けなければなりません。今後の対策として、病院の施設改修など

への財政支援と、存続の有無は医師不足より出産件数の増加が大きくかかっていることから、出産

を予定されている市民の皆様から糸魚川総合病院をご利用いただくよう、広報などを通じてお願い

してまいりたいと考えております。 

２点目の救急医療体制についてですが、新保議員への答弁でお答えしたとおり、各病院間、及び

開業医と病院間の連携を図ることで、体制を維持してまいりたいと考えております。また、救急救

命センターについても新保議員へお答えしたとおり、今後、早急に検討してまいりたいと考えてお

ります。 

３点目の糸魚川地域医療体制整備推進会議についてですが、委員の追加につきましては、現段階

では考えておりません。また、プロジェクトチームの構成員につきましては、専門的な検討などが

必要なことから、公募での選出は考えておりませんが、幅広い、よい知識が出されるように、配慮

していきたいと考えております。 

４点目の危機的な地域医療体制についての優先順位でありますが、救急医療体制確保が重要課題

と考えております。また、中長期的な取り組みといたしましては、地域医療体制整備推進会議の方

向づけに基づいた取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

５点目の医療圏域の変更についてですが、従来からの地域単位で実施されてきた１次・２次救急

医療体制などは、当面、現行の枠組みで確保されるとともに、広域的な医療機関の役割分担と連携

が促進されるものと認識しております。 

２番目のご質問でありますが、介護保険料は今後３年間のサービスの給付見込みや、高齢者人口

の推移をもとに算定しており、今回、デイサービスセンター、ショートステイ、地域密着型サービ

ス事業所等の新設や増設、特別養護老人ホーム５０床の拡充、新規の新予防給付と地域支援事業の

創設などによる給付見込みの増加もあわせて算定したものであります。 
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保険料の市民の皆様への説明につきましては、保険料改定の経緯、新しいサービス内容など広報

紙に掲載するほか、現在、民生児童委員協議会や出前講座で説明をいたしております。今後、地域

へ出向いて説明会を開催するとともに、要請があれば各種会合へ出向き説明いたす予定であります。 

３番目の新年度からの行政組織のご質問でございますが、男女共同参画の担当につきましては、

総務課において担当することといたしております。 

また、支所から事務所への名称変更につきましては、現行の支所権限を強化するため、名称を事

務所といたしたことを、去る２月２１日に開催された青海地域審議会、２月２３日に開催された糸

魚川地域審議会に説明させていただいたものであります。また、今月開催される能生地域審議会に

も、同様の説明をさせていただくことにいたしております。なお、審議会での意見集約はなされて

おりません。 

今回の行政組織機構の改革は、重点課題の総合的かつ迅速な対応と、組織のスリム化を目的とし

て行い、職員一人ひとりの意識改革と相まって、より質の高い行政サービスの提供を目指すもので

あります。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の課長からの答弁も

ありますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

まず、２番目の介護保険料の値上げについて先にお尋ねいたします。 

まず、私が通告書に提出しました計画が、議会にまだ示されないまま大幅な値上げになったわけ

ですが、その算定根拠という数字はいただいているわけですけども、問題は地域包括センターです

ね、目玉である、これはどこに設置するのか。１２月定例議会のときは、まだ地域包括センターの

方向づけ、場所も含めて提示されなかったわけですが、これも第３期介護保険の総合窓口となる包

括センターは大事なものなんですが、これは私だけではないと思うんですけど、議会側にも示され

てないんじゃないかと思いますけど、ここのまず確認をお願いいたします。答弁にはなかったと思

うんですけど。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

織田福祉事務所長。 〔福祉事務所長 織田義夫君登壇〕 

○福祉事務所長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

地域包括支援センターにつきましては１２月定例会の段階でも、直営で１８年度のできるだけ早

い時期にということで答弁をさせてもらっておりましたけれども、一応直営で１カ所、市役所の福

祉事務所の中に、地域包括支援センターを設置したいということで考えております。それから職員

につきましては、一部外部から派遣をしてもらうということで対応したいというふうに考えており

ます。 

以上であります。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

昨日の猪又議員の質問とも重複するんですが、そうしますと、この地域包括センターは、福祉事

務所のところに窓口を置くということですけども、３番目の組織機構とも関係するんですけども、

職員の体制、ケアマネジャー、それから保健師、それから社会福祉士ですね。この社会福祉士の人

材が多分苦慮されていて、それが４月からめどがついたという、きのうの猪又議員への答弁であり

ましたけども、そうするとこの糸魚川市というのは第３期の３年間というのは、ずっと市直営でや

るということですか、それとも途中で民間にお願いするということなのか。 

それから、箇所は１カ所ということですよね。今後、２カ所、３カ所にふやしていく予定はない

のか。つまり私は合併以前の旧青海、旧能生の３カ所ぐらいは地理的なものと、それから相談を受

ける市民の立場の交通手段等も考えて、３カ所ぐらいは望ましいと考えてましたけども、市の福祉

事務所に設置となると、これはちょっとまた随分違うかなというふうに受けとめましたけど。 

それから、あと小規模多機能等についても、まず計画書がなくて、私が所属する委員会でも委員

会付託でなくて、いきなり特別委員会の審議になるわけですよね。ちょっとその経過がよくわから

ないんですけど、委員会付託なしで、もういきなりこういうふうに進んでいくわけでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

織田福祉事務所長。 〔福祉事務所長 織田義夫君登壇〕 

○福祉事務所長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

地域包括支援センターにつきましては、福祉事務所で１カ所、直営ということなんですが、能生

支所、青海支所でも、その辺の窓口的な対応をしたいということで考えております。 

それから当面は直営ということなんですけども、いつかの時点では現在の在宅介護支援センター

のように、外部の方へ委託をしたいというふうに考えてますけども、それぞれ資格者の関係であり

まして、委託するにしても、そういう資格者を確保しないとできませんので、当面は市直営で１カ

所でやっていきたいというふうに考えております。 

なお、外部から派遣してもらいます資格者は、社会福祉士のほかに主任ケアマネジャーも外部か

ら登用したいというふうに考えております。 

続きまして、小規模多機能等の施設なんですけども、当初、地域密着型サービスにつきまして、

昨年６月、７月ごろは、国の方では各市町村が自主的にやるというようになりまして、市町村の方

で計画をつくって実施するような感じもあったんですけども、その後、国の方の要綱等がきちっと

しましたら、そういうのではなくて、言うならば各介護事業者の方から提案を受けて、それを地域

密着型サービス運営委員会というようなもので審査をすると、そういうような方向で変わったもの

ですので、そういうことで計画の概要につきましては、各介護事業者からの提案を受けて審査をす

るということになっております。 

議会の説明につきましては、文教民生常任委員会に条例案の提案をしてますので、その中で介護
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保険計画につきまして説明をさせてもらいたいと思っております。 

以上であります。 

○議長（松尾徹郎君） 

鈴木議員に申し上げますが、質問は簡潔、明瞭にお願いしたいと思います。かなり長いときがあ

りまして、どうしても質問項目は最初の部分で忘れる場合がありますので。 

○１９番（鈴木勢子君） 

どういうことですか、具体的に。 

○議長（松尾徹郎君） 

一問一答で要領よく。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

そうしますと地域包括センターは、この新しい組織の福祉事務所の高齢福祉課の中で置かれるか

と思うんですが、何名体制で、３種の職種の方で何名でやられますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

織田福祉事務所長。 〔福祉事務所長 織田義夫君登壇〕 

○福祉事務所長（織田義夫君） 

地域包括支援センターにつきましては、福祉事務所の高齢福祉係の中に併設をさせてもらいまし

て、職員につきましては外部からの２名を含めないで、１１名ないしは１２名ということで今現在

試算をしているところであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

市民への値上がりに関する説明でございますけれども、先ほど市長は広報も含めた地域説明会と

いうことでしたけども、そうするとこの地域説明会はどういう単位で、公民館単位なのか、それぞ

れ旧能生・青海と大きく分けた単位なのか、そこだけお願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

織田福祉事務所長。 〔福祉事務所長 織田義夫君登壇〕 

○福祉事務所長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

地域説明に関しましては、昨年１０月にもこの改正内容につきまして説明に回ったんですけども、

７カ所回りましたけども出席者が極めて少ないという状況で、周知の仕方も悪かったんではないか

というふうに反省してますけども、極めて少なかったという経過も踏まえまして、今地域説明会に

つきましては、旧糸魚川、旧青海、旧能生の３カ所を予定をしております。ただ、それだけでは当
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然不十分ですので、今市内の各老人クラブ、現在８４クラブなんですけども、そこに手紙を出しま

して、場合によっては要請がもしあれば、出向いて説明をしたいということで、現在そういう計画

にしております。 

以上であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

その説明会は市長も参加してやられるのか、福祉事務所だけでやられるのか、どういう形で進め

ますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

織田福祉事務所長。 〔福祉事務所長 織田義夫君登壇〕 

○福祉事務所長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

今のところ福祉事務所というふうに考えておりますけども、市長にはその辺、まだこれから相談

をしたいと思っております。 

以上であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

非常に値上がりについての説明ですから、大変なエネルギーがいるかと思いますが、まず、広報

紙にも値上がりの説明を掲載するということですので、非常に市民の関心も高いところで、よりわ

かりやすい内容で、それからホームページも含めてあまり活字を使わないで、図式、イラストでや

ってほしい。 

いろんなところのがあるんですが、私もいろいろインターネットで見たら非常にわかりやすく、

活字をできるだけ少なくして説明しているものも多いので、そういった努力も今後必要かと思いま

すので。特に大幅な値上げの能生地区においては、大変生活に負担がくるということで、苦情とい

うか意見も寄せられておりますので、これは議会ともどもしっかりと進めていかないと、大変な反

発を受けるんじゃないかと思いましたので、あえてこの場で一般質問にあげました。 

次、１番目の医療体制でありますけども、市長の１点目の産婦人科の存続について、絶対避けな

ければいけないというご答弁でありましたので、非常に私も心強く受けとめました。 

特に出産数、もう年々少子化の中で減っているわけで、さらに糸魚川病院の産婦人科を利用しな

いで上越の方に、または富山の方に行かれる市民が多いわけですが、そういったところで、これか

ら糸魚川病院を利用してくださいと広報も含めて、どういうふうに説明するかという、その手法が

問われるわけですね。 

私も去る２２日のこの地域医療推進の会議に傍聴させていただきまして、非常にまず甲斐振興局
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長の冒頭のあいさつで、これは県としての見解だと思いますが、真剣に今まで取り組んでこなかっ

たんじゃないかという反省点もありました。これからはもうとにかく、英断を振るっていかなけれ

ばいけない。それからこの推進会議は、単に議論の場でなくて行動の場、真剣に行動していかなき

ゃいけないということで、とても前向きなごあいさつでありましたし、続く県の山崎参事について

も、もうこれからは知恵の出し合いだと、すべてに手を出していくことが必要と、つまりありとあ

らゆるものですね。危機的な状況を救うには、もうそれしかないということでありましたので、県

の動向も踏まえて、市もやはり思い切ったものをやっていかないと、広報だけで、さあ皆さん、上

越、富山へ行かないで、糸魚川総合病院で出産してくださいと。これではもう解決策にはならない

んじゃないかと思いますが、具体的にどんな方法をお持ちでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

小林健康増進課長。 〔健康増進課長 小林正雄君登壇〕 

○健康増進課長（小林正雄君） 

お答えいたします。 

現在進めております作業としましては、広報でまず市民の皆様に、今、産婦人科の存続の問題に

ついてご理解をいただくとともに、糸魚川病院の産婦人科存続のために、糸魚川市内での出産をお

願いしたいという向きの広報を出す予定にいたしております。 

それとあわせまして、昨年の１２月以降、さまざまな取り組みを進めておるところでございます。

１つは厚生連糸魚川総合病院と私ども市の母子保健のスタッフとの打ち合わせ、これは県の関係者

にもお入りいただいて、そういったソフト面の対策について、今後どう進めるか等話し合いを持た

させていただいておりますし、市長を先頭に厚生連本部へ、現在のあの病院では、上越市内のそう

いった開業医とか、そういったところと比べますと、やはり環境面では多少の問題があるんではな

いかということで、そういった面の改善を計画したいということでございますし、その関係予算に

ついては、厚生連から予算づけをもらうことも大切であります。そういった予算づけの裏づけとし

て、市もそういった財政支援をするということが必要かということで、そういった関係の行動もし

ております。厚生連への予算枠の確保の関係、それから事業計画の関係についても、厚生連からど

ういうふうな計画を立てるのかどうかと。そういう関係で、現在打ち合わせをさせていただきなが

ら、作業を進めておるところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

健康増進課長、私は今大きい１番目の１点目についてお尋ねしたんですが、では予算をみてると

いうことで、この１点目というのは産婦人科についてなんですね。ここで予算化してるということ

は、具体的にどういうことですか。私は今１点目というふうにして先ほど言っているんです。２点

目、３点目、４点目ではないんですけれども。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 
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小林健康増進課長。 〔健康増進課長 小林正雄君登壇〕 

○健康増進課長（小林正雄君） 

今お答えをさせていただいたのは、糸魚川総合病院の産婦人科の存続の関係で、取り組みを進め

ております内容ということで、説明をさせていただいたつもりですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

わかりました。そうすると、この産婦人科存続について予算をどういう形でみてますか。例えば

広報に、先ほども言いました糸魚川病院で出産してくださいというと、いろんな問題がありますの

で、すべての人がそういうふうにできないと思うんですね。 

それで具体的に、ここからは知恵の出し合いになるんですけども、例えば糸魚川総合病院で出産

する方には、これくらい市からあげますとか。だから糸魚川総合病院に直接お金をぽんと出すと、

片や姫川病院とのバランスで云々といろいろありますよね。だから出産をする市民にそのお金を、

直接病院に払うんではなくて、市民にする方法も私は１つの方法だと思うし、それからいろんな方

法があるんですが、ここはもうみんな知恵を出して、特にこれからの若い世代の方の意見を聞いて

いかなきゃいけないと思うんですけども、ここの点について予算というのは、具体的にどういうこ

とですか。産婦人科ですよ、１点目の。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えさせていただいております担当課の説明のとおりだと思っております。 

と申しますのは、やはり今産婦人科がここで糸魚川病院からなくなるという１つの大きな原因は、

糸魚川総合病院で出産をしなくなったというのが、大きな原因だということで伺っとるわけでござ

いまして、それを我々といたしましてもなくなるというのは危機だということで、県と一体となり

まして、それに対して対応していこうということであります。 

まず第１に考えましたのは、ただ単にじゃあ出産される方に、支援をすればいいのかということ

ではないだろうと思っております。なぜ上越の方で出産をする人たちがふえたのか、上越の方が非

常に環境がいいからだということであります。そういったものを考えたときに、糸魚川病院はあく

までも厚生連糸魚川病院でございまして、県の施設でもなければ、市の施設でもないわけでござい

ます。そのようなことから病院と協議をしながら、どういう環境づくりをすればいいのかというと

ころで、今論議をさせていただいております。そういう中において、今、施設改善、施設改修をす

る中で考えられておるということで、それに対して県と市と協力、支援をしていこうということで、

今話がまとまっております。 

しかし、これはそんなに以前からあったわけではございません。ごく最近、急にそういった問題

が出てきておるわけでございますので、まだまだ具体的なものになってないわけでございまして、

予算的なものは、まだまだお聞きいたしておりません。そのようなことで、今、県の厚生連や新潟
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県、そしてまた糸魚川総合病院や振興局、そして市も一体となって今それに取り組まさせていただ

いているわけでございますので、ご理解をいただきたいと思っております。 

個人の方の出産に対しての手だてというのは考えておりません。そしてなおかつ、そういった環

境がよくなったということも含めて、またよくなるということも含めて、市民の方々に周知をさせ

ていただいて、ご利用をいただきたいということでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

市長の冒頭の答弁で、絶対に避けなければいけないという言葉がありましたので、産婦人科の存

続についてはそれなりの予算で、何らかの方法でやっていくというふうに推移を見守りたいと思い

ます。 

ただ、私は２月１７日の委員会でも申し上げましたけども、産科だけでなくて婦人科ですね。今

確かに現状は、上越の方に行って出産をする方、富山へも行く方も多いんですけども、この糸魚川

総合病院の産婦人科は、産科でなくて婦人科で医療を受ける方がもう本当に多いんですね。つまり

人口の半分が女性ですから、出産のときだけではなくて、３０代、４０代、５０代になっても、女

性というのは男性と違いまして、婦人科という専門の機関でかからなきゃいけないという、この現

実があるわけですね。 

やはりこの医療の、特に産婦人科の問題を解決していくには、私ども自分の家族、それから自分

の子供やお孫さんのことを考えながらやっていかないと、何か紙の上だけでの、会議だけのところ

では、解決がもうできない状況じゃないかなと思います。特に産婦人科がなくなれば、小児科も自

然になくなっていく確率も高いわけですので、市の少子化対策にも連動していきます。本当に大変

なことですので、前向きにやってくださると私も期待しておりますので、お願いいたします。 

次に、救急救命センターでありますが、現時点では考えていないということですが、私も村上岩

船の広域の救急救命センターの資料を取り寄せて、いろいろ村上地域振興局の方から出した会議録

も見ました。やはりこれは今の段階で、さあやります、これからやりますと言っても、もう緻密な

計画のもとで着工するまでにものすごい時間がかかるわけですよね、頓挫する場合もあるし、そう

いう中でも本当にこの救急救命センターは。 

私ども去る２月８日の委員会では、糸魚川総合病院のこの資料では、２５名の医療体制で、もう

これ以上減ったらできないと。姫川病院も今８名のうち２名減るわけですけども、減ったら今と同

じ体制でできないというふうに、もう悲鳴を上げてるわけです。ですから、もうそれはそっちの内

部のことでというふうに、もう市行政として言っていられない段階にきてると思うんですね。それ

で先ほど市長は、それぞれが連携体制で維持していくというふうに言われたんですが、維持できな

い状況に、今もう危機的になっているんじゃないか。そこの危機感のとらえ方が、市民の方が深刻

なんですね。 

２月１７日の新潟日報で、上・中越版で載りましたけども、本当に深刻で、そちら側との認識の

ずれがあるのかどうか、ここを私はこの場でお聞きしたかったんですが。連携体制でこの数字、今

４月からもう両病院で３名減るんですけど、維持できますか。できないときは、どうされますか。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

危機的状態は、私たちも真剣に受けとめております。ですから積極的に今、富山大学、または県

へ春から出向いているわけでございます。私たちはそういった情報を察知させていただきまして、

医師が少なくなったら一番困るのは、３６５日２４時間の救急医療体制がもうパンクするぞという

のは、もう昨年からわかっとったわけでございます。そのような形の中で、何とか医師を確保でき

ないかという形でまいっておったわけでございます。しかし、それが非常に厳しい状態が毎年、毎

年進んできたわけでございます。 

これはもっと前にやらなくちゃいけなかったことでございまして、それをやってなかったから今

の状況を生んどるということでございます。そのような形で、今の現状を私たちは認識した中で、

今動かさせていただいておるわけでございます。 

ただ、今ここで救急救命センターをすぐつくると言ったって、施設はもしかしたらすぐできます。

しかし、それに対する医師はどうやってもってくるのですか。医師がもってこれるぐらいだったら、

今の救急医療体制は整うわけであります。そういう状態にあって、今、私は組織の改正をしたのも、

その１つの布石になる部分だろうと思っておるわけでありまして、医療体制は、全市、役所一体と

なった取り組みにしていきたいという考えもあるわけでありますし、そして今、県とも話をさせて

いただく中で、何としてでもこれはやはり救急医療を維持していかなくてはならないと私は思って、

今その対策会議もつくっておるわけでございますし、そしてこれは市民の声を聞くということも大

切なんですが、それ以上に専門家の方々のやはり意見を聞きながら、どのようにもっていけばいい

のか。これはもう地域の中の開業医の方々、そしてまたは医師会の方々、そして姫川病院、糸魚川

病院の協力がなければ成り立たないと思っております。 

救急救命センターもやはり私は大切な、これは立派な施設であるだろうと思うわけでありますが、

今現在この糸魚川市にすぐ建てれるかといったら、これはすぐできません。それを考えて、やはり

この新しい体制をどのようにしていくかというのも皆さんから加わっていただいて、早急に結論を

出さなくてはいけないと思っております。 

そういう中で、救急救命センターがいいだろうということになれば、私はそれでいいと思ってお

ります。当然この中核となっておられます両病院、そしてまたは市内の医師会の方々からもやはり

協力いただければ、これはできることであるわけであります。ただ、今の段階で、本当にただ１つ

の病院だとか、または２つの病院、または開業医の方だけですぐ飛び出すわけには、私はいかない

と思っております。当然、県も加わっていただく中で、進めていかなきゃいけないということでの

お答えをしているわけでございまして、決して今すぐできないから、やらないということではござ

いません。やれるときにはやっていきたい。しかし今の段階で、すぐできますという話は、私はで

きないということでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

鈴木議員。 
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○１９番（鈴木勢子君） 

じゃあこれからやるぞと言っても年数もかかることですので、早急な検討課題としてほしいと思

います。 

それで、まず糸魚川総合病院から示されたものでは、もう２０１０年の診療科別の医師不足です

ね、この数字でも現在の２５人が予想では、もう半数くらいになるという。そうすると２０１０年

の、ここのところで手を打っても間に合わないわけですので、内部で市の方でも緊急課題としてい

ることですので、ぜひ前向きにやってほしい。 

そして１点目の産婦人科のときにも申し上げましたけれども、昼夜問わず救急車で運ばれたとき

に、地元の病院で受け付けてもらえない、遠くへ行かなきゃいけないという、これはもう避けるべ

きで、やはりここが病院にもう任している段階ではないというところで、私たち市民も危機感を持

っている。 

それで、まず新聞に出た記事に関して、多分これは総合計画の審議会だったと思うんですけども、

非常に危機的なことを発言した委員が、新聞記事に関する医療体制に担当課の職員が、この新聞記

事を非常に困ったもんだと、逆に大きく載って問題にしたということを、委員の方に言われている

んですね。つまり市民が持ってる危機感と、担当課の職員が持ってる危機感とのずれですね、それ

を私はここで問いただしたかった。 

市民の持ってる危機感というのは専門家でもないですから、単純に自分の子供、孫がこうなった

ときどうしよう。例えば２２日の会議でも、市民の代表の医療を受ける側の方からも、ある事例が

子供さんの救急で地元の病院で受け入れられなくて、夜中に糸魚川へ運ばれたということは市長も

聞いておられますけれども、そういうことをやはり一番市民が案じているわけです。職員はとんで

もない、何かオーバーに出された記事でと言いますと、総合計画であったかと思うんですけど、じ

ゃあ私たちは今いい市をつくろう、いい計画をつくろうとやっているのに、水を差されるようなも

んでしょう。この件に関して、やっぱりずれがあるんだと思うんですね。 

２０１０年、２０１５年には、ここに座っていらっしゃる皆さん、もしかしたら座っていないか

もしれないでしょう、市長も含めてです。やっぱり危機感を共通認識としていくには、プロジェク

トチームもそうなんですよ。プロジェクトチームは、このメンバーに縛られないでやっていくとい

うふうに２２日に傍聴したときにどなたかが、局長かだれかが言ってますよね。プロジェクトが専

門的だったら、もっとパブリックコメントを。市民が公募でなくても、パブリックコメントを求め

るべき。例えば糸魚川総合病院の産婦人科を存続するのにどんなアイデアがありますかとか、それ

くらいやらなきゃ。ただ生んでください、この病院でお願いしますでは、だめということ。この認

識のずれを、どういうふうに担当課として理解していますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

小林健康増進課長。 〔健康増進課長 小林正雄君登壇〕 

○健康増進課長（小林正雄君） 

お答えいたします。 

今議員がおっしゃられるような職員が、本当にいたということになりますと、私、課を統括する

者として非常に責任があるというふうに感じておりますが、この行政課題を推進するために私ども
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部内ではもちろん、その課題について話し合いながら進めておりますし、市長、助役からも、そう

いった課のいろんな検討課題について指示を受けております。 

そういった中で仕事を進めておるということで、そのような認識を持っておるという職員はいな

いというふうに信じておりますし、現在、危機的なこの地域医療のそういった取り組みを進める中

で、課の職員は共通認識を持って進めていただいていると思っておりますし、私も朝礼等の中でも

現況を報告する中で厳しい状況だということは伝えてあります。そういったことで、私の答えとさ

せていただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

単なる市民のお茶飲み話じゃないんですよ。審議会ですから、市が任命しているメンバーでしょ。

その方が会議に出られて、私のホームページを見て危機感を持って、その後、新聞にも載ったので

というふうにして言ったら、職員からそういう答えが返ってきて驚いたと即電話がありました。こ

れは調べていただいたらわかりますが、犯人探しをするつもりはありませんけども、やはり共通認

識を持ってパブリックコメント、いい知恵はないか。もう産婦人科だけじゃなくて、これをやって

いかないと乗り越えられないということで、何かいいプロジェクトも専門家だけでやる、すべて専

門家に任せとけばいいという、ここでは解決ができないんじゃないかと思うんですが、いかがです

か。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

確かに今、危機的な状況にあることも確かでございます。しかし我々は、日々市民生活、日常生

活があるわけでございまして、その中で最大限の今努力をする中で、その産婦人科にいたしまして

も１年、この１８年からだめになるというものが、平成１９年まで一応、時間的猶予をいただき、

そして今整備に向かっておるわけでございます。 

また、この救急医療にいたしましても、いろんなことが滞ってた部分が、今そこでもって１つに

連携プレーができる状態になっておるわけでございます。そういう中で進めておるわけでございま

すので、皆様方にその中で、またいろんなご提言やご意見をいただくのも私は結構だと思うんです

が、ただ単に危機意識だけ、危機感だけをあおり立てて、単に現場の方々のより窮地に入る部分も

私はあるのではないかなと思っております。 

そのようなことが、特に産婦人科の中にあらわれたということもお聞きいたしております。と申

しますのは、ご存じのように子供さんを生むときに、何でもない方々は町医者の開業医の非常に環

境のいいところに行くわけでございますが、難産だというときになると病院へ来ると。そして最近

は、特にそういったときの医療トラブルということで、告訴問題にもなったりということで、非常

に病院の方の受け持つ負担、責任というのが大きくなってきておるということで、大きい病院の

方々の医師がだんだんだんだん抜けていく。比較的そういったところの少ない立場に回られるとい
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う形で、医師が不足しとるという部分も出てきとるということになってまいって、大きい病院ほど

今厳しい状況に陥っておるという部分もお聞きいたしておるわけでございます。 

そういうことを考えますと、本当にみんなで支えていかなくちゃいけない。特に我々糸魚川市は、

５万人規模の都市でございます。県レベルで見ますと非常に恵まれていると、県内で８番か９番ぐ

らいの位置づけをされとるぐらいのやはり医師の数を、人口の割合には多いということをいただく

中で、非常に県の方へ言っても、まだまだほかにも厳しいとこがあるよと逆に言われるぐらいまで

言われてるんですが、そうであっても我々は現在のこの医療の地位を下げちゃいけないということ

で、させていただいとるわけでございますので。 

確かに、私はこれは危機ではないと言っておりません。危機なんですが、そういったことで今み

んなで、これをどのようにしていくかというところで進めさせていただきたいことを、お願い申し

上げときます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

市長ももう危機だということでありますので、危機を乗り越えていくには、皆さん多くの方の知

恵の出し合いが必要かと思います。 

３番目の質問に入る前に、糸魚川総合病院に来ておられる研修医のとてもいいメッセーが、イン

ターネットでたどり着いたので紹介します。ですから私たちは、あきらめてはいけないということ

なんですね。 

この方は富山の大学を出られて、糸魚川に初めて来たという。ここ糸魚川は自然に恵まれ、山、

海が目の前です。ときどきは美山公園という山の公園に行き、キャッチボールをしています。空気

がきれいで、夜はライトがつかないため星がとってもよく見えます。今まで星を見ることなんてあ

りませんでした云々。この方は卒業４年目の研修医なんですね。未婚ですが、子供を育てるならこ

ういうところがいいなと勝手に思っていると。だからこういう方がやっぱりおられるんですね。 

これを私見たら、何もあの病院が悪くて、あそこの産婦人科が悪いから、みんな上越へ行くんだ

とか、そういうことを言ってたらもう全然解決しないし、私たちの近未来ですね、５年、１０年、

もっと先もそうですけど、明るい地域づくりができない。もう地盤沈下だと、こういうところで私

は今この研修医のメッセージを紹介しました。 

もちろんいろんな研修医の方がおられるんですが、また結婚しても子供を育てるんなら、こうい

うところがいいなという気持ちが、ずっと続くような地域でありたいと思います。 

次、３番目ですが、新しい新組織で部長を設けるということで、５万人規模の人口でいかがかな

というふうに、私は行革の委員会でもとらえてましたけども、まず、新聞報道で部外から検討して

いる、部長ですね。こうなりますと行革の中で、できるだけスリム化していこうというところで、

部長が本当にいいかどうか。それから行政経験が豊かな人でないと、やはり課長の上のトップへ来

て難しんじゃないかと思うんですが、その反面、行政経験があると、つまり天下りですよね。そう

すると今いる職員の上司であった確率も高いわけで、ここのあたりが難しいかなと思うんですが、

なぜ外部に打診しているのか、ここのところをお尋ねいたします。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

新しい市になりまして、今までとなかなか時間的な違いもあったり、また歴史も違ったり、また

いろんなところの違いもある中で一体となった今、職員が集まってきたわけでございまして、そう

いう中での、やはり待ったなしのいろんな事業をしていかなくてはいけないわけでございまして、

そのときに何度も言いますが、私は３万人規模の考え方、やっぱり１万人規模の考え方の枠を、や

はり越えなくちゃいけないときだろうと思っております。 

そういうときにやはり組織を、ひとつ新たなまた枠組みをつくった中で、私は進めさせていただ

きたい。そしてご存じのように２３課の横一列の課というのは、なかなか調整がとれないではない

かと。やはりしばらくの間は少しグループ的な、やはり同じような考え、同じ１つのものをとらえ

るような課は、１つになって進めていくべきじゃないかという考え方から、部というものをつくら

させていただいて統括したり、また、横の連携というものをつくりながら一体化した、また一連の

やはりこの行政運営をしていきたいということで、ご提示をさせていただいとるわけでございまし

て、これはあくまでも組織云々ではございません。私のやはりこの公約や、そして新たな新総合計

画、また新市建設計画を推進するための、私はやはりその体制だととらえていただきたいと思って

おるわけであります。よろしくお願いいたします。 

そこで新たなやはり考え方、または今までとは違ったものの見方もまた必要だろうと思っており

ます。今１市２町が合併した、それでもいろんなまた考え方が生まれておるわけでございますが、

またそうでない、もっとよそからも入っていただいて、新しいまた風、また流れをつくっていくこ

とも私は必要だろうと思っておりますし、また連携というものも必要だろうという形で、よそから

入っていただいて、また職務を務めていただきたいと思っておる次第であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

現在、合併して約１年たちますが、非常に何かいいとこより、マイナスが出てるんじゃないかと

いう議員の一般質問もありましたけども、やはりより質の高いサービスを市民に提供するというと

ころでの、市長の１つの方法であるととらえておりますので、それに向けてやってほしい。 

それから支所についての名称、これは先ほど審議会で集約してないということですが、支所の強

化をするんであれば、青海事務所、能生事務所ではなくて、せめてそこに「総合」をつけて、青海

総合事務所、能生総合事務所と、それぐらいの位置づけでやってほしいです。事務所でしょう。私

は特別委員会で、次はもう出張所に格下げかと言いましたけど、これは私ね、旧青海町と能生町の

市民が納得できますか。ここのあたりを、どうして審議会に図らなかったんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

栗林助役。 〔助役 栗林雅博君登壇〕 
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○助役（栗林雅博君） 

お答え申し上げます。 

行政改革の特別委員会のときにも、この名称のあり方については説明を申し上げたと思うんです

が、市長も多くの地域の懇談会をした中で、地域の住民が支所というんじゃなくて、やはり事務所

というように。支所というと従属機関、あるいは附属機関みたいに聞こえるので、ぜひ事務所にし

てほしいというのが、ほとんどの意見でございました。その中で市長の決断によって、事務所とい

う名称に置きかえたものですので、そこら辺も地域の方も十分ご理解をされておるものと、こう判

断しております。そこもご理解をいただきたいと、こう思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

そういうふうに言われましたけど、そうすると青海地区、能生地区のところで支所という名称は

どうかと、事務所にしてほしいという、その数字はどれくらいありましたか、意見や声。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

本間総務課長。 〔総務課長 本間政一君登壇〕 

○総務課長（本間政一君） 

市長は就任以来いろんな地区を回られて、市民との懇談会を開いているわけですので、その中に

おいて、こういうことが出てきたわけでありまして、個々に数は幾らということは把握をしており

ません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

鈴木議員。 

○１９番（鈴木勢子君） 

今支所でなくて事務所って、最初からじゃあ合併のときから事務所だったらよかったんですよ。

それが１年たって、今度は支所を変えて事務所って。だからここが市民がわかりにくい、理解され

ないというとこなんです。 

助役が言ってるのと、総務課長が言ってるのと若干違うと思うんですけど、これは上程されてま

すけども、今後慎重に諮っていただきたいと思います。 

○議長（松尾徹郎君） 

以上で、鈴木議員の質問が終わりました。 

ここで約１０分間休憩いたします。２時１０分より再開いたします。 

 

〈午後２時００分 休憩〉 

 

〈午後２時１０分 開議〉 
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○議長（松尾徹郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

次に、五十嵐健一郎議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

五十嵐議員。 〔２２番 五十嵐健一郎君登壇〕 

○２２番（五十嵐健一郎君） 

通告書に基づき一般質問をいたします。 

１、糸魚川市総合計画について。 

３月６日、市内の中学校の卒業式、この中学生が１０年後２５歳であり、そのすばらしい子供た

ちにいかに定住してもらい、夢と希望の持てる環境をつくるかが我々の責務ではないでしょうか。 

そこで新市建設計画の中で、「より詳細かつ具体的な内容については、新市総合計画に委ねるも

のとします」とあるが、そこで以下の項目についてお伺いします。 

(1) 今こそ市独自の産業振興計画の策定が必要と思うがどうか。 

  この５月から新会社法に変わります。１つ、企業、会社運営が簡易になる。２つ、Ｍ＆Ａ、

合併買収の実行が柔軟になる。３つ目、ガバナンス、企業統治の選択幅が広がります。 

  そこで、 

 ① 地域の既存企業による新たな事業展開、異なる企業間の連携の取り組みについて。 

 ② 企業の第２創業化に向けた支援と仕組みづくり。 

 ③ 企業との連携による未利用資源の有効活用。 

 ④ リサイクル産業の創造。 

 ⑤ バイオマス産業の創出。 

 ⑥ 新エネルギー活用促進事業。 

 ⑦ コミュニティビジネス等の研究と環境づくりについて。 

(2) 地域振興計画の策定促進と活動への支援。 

(3) 行政改革推進計画について。 

 ① 最重点課題、重点課題、緊急課題、推進課題は何か。 

 ② 総合行政評価システムの導入について。 

 ③ 自治基本条例の制定について。 

 ④ 市民満足度向上に向けた取り組みについて。 

(4) 結婚対策と国際交流協会の設置についてでありますので、明確かつ大胆な答弁を期待し、

第１回目の質問とさせていただきます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

五十嵐健一郎議員のご質問にお答えいたします。 

まず、１番目の総合計画についての考え方でありますが、新市建設計画を基本としながら、その
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後の社会経済状況の変化や、新市が抱える課題に的確に対応していくため当市の将来像やその施策

大綱を示し、まちづくりの基本方針とするものであります。計画では、時代の潮流や当市のまちづ

くりの主要課題を踏まえ、施策の体系を組み立ててまいります。 

以下、ご質問の項目ごとにお答えいたします。 

１点目の産業振興計画の１つ目と２つ目でありますが、市内ではこれまでに農業特区や、その後

の法律の整備に基づいて建設会社など３つの法人が農業に参入して、新たに事業を展開いたしてお

ります。地域振興の観点から、今後も関係者と地域住民の調和を図りながら、幅広く支援してまい

りたいと考えております。 

異業種連携及び新分野への進出につきましては、商工会議所、商工会と連携して、地元企業に対

する情報提供や研修会を開催するなど、環境づくりに努めてまいります。また、必要によっては財

団法人新潟産業創造機構や県工業技術試験場等へ市が介入を行うなどの支援をしてまいりたいと考

えております。 

３つ目の未利用資源の有効活用、４つ目のリサイクル産業の創造についてでありますが、これら

の産業は新製品の市場開拓や採算性が大きな課題となりますことから、事業化は簡単でないと考え

ております。しかしながら、地元企業で新しい取り組みがなされた場合には、市も積極的に支援し

てまいりたいと考えております。 

５つ目のバイオマス産業の創出についてでありますが、現在、市内の企業が製材工場などの木く

ずチップ化をして、火力発電所に利用しております。また、ライスセンターの米ぬかやもみ殻等を

堆肥にする施設の整備を新年度に取り組む予定であり、市も支援することといたしております。 

６つ目の新エネルギー活用促進事業についてでありますが、一般家庭における太陽光発電などの

導入推進を図るとともに、民間企業における新エネルギー導入を促進するための支援を、検討して

まいりたいと考えております。 

７つ目のコミュニティビジネスにつきましては、地域の多種多様な課題、要望を満たすため、住

民が主体となって地域資源を活用しながら展開していく地域密着型のビジネスでありますことから、

地域活性化を図るため１つの取り組みとして支援してまいりたいと考えております。 

次に、２点目の地域振興計画につきましては、現在、筒石、根知、下早川、上路地区など７地区

で、振興計画の取りまとめを進めていただいております。自主自立のまちづくりを基本に、地元と

相談しながら活動の支援を図ることとしており、他地域についても積極的に、地域振興計画策定の

促進と活動への支援を図ってまいりたいと考えております。 

３点目の行政改革推進計画のご質問の１つ目、行政改革の課題等につきましては、国が定めた指

針に示されている７点を主要検討事項としてとらえ、行政改革大綱推進計画を策定したところであ

ります。 

また、行政改革に当たっては市民との協働によるまちづくり、成果を重視した行財政運営、分権

時代にふさわしい組織づくりの３つを行政改革の基本方針とし、今後、重要性や緊急性を考慮しな

がら行政改革実施計画を策定し、総合的な取り組みを推進してまいりたいと考えております。 

２つ目の総合行政評価システムにつきましては、市が行う施策や事業を客観的に評価、検証する

システムであり、予算編成とリンクした仕組みづくりを構築してまいりたいと考えております。 

３つ目の自治基本条例の制定につきましては、昨年６月定例会の一般質問で松田議員にお答えし
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たとおり、これからのまちづくりは、市民と行政が協働して取り組むことが重要であると考えてお

りますが、その推進につきましては、地方自治法や当市の関係条例などの枠の中で実現できるもの

と考えておりますので、新たな条例の制定は考えておりません。 

４つ目の市民満足度の向上に向けた取り組みにつきましては、市民の意向把握に努め、職員一人

ひとりが業務や事業の目的を明確にし、行政評価の手法も取り入れながら継続的に取り組んでまい

りたいと考えております。 

４点目の結婚対策と国際交流協会の設置についてでありますが、国際交流協会の設置については、

さきの五十嵐哲夫議員の一般質問にお答えしたとおり情報収集の段階で、具体的な取り組みまでは

至っておりません。今後、関係する方々と話し合いながら、進めてまいりたいと考えております。 

結婚対策につきましては、国際結婚に限らず、個人それぞれの意向を尊重すべき問題であり、こ

れを踏まえながら、行政としてどのような対応が必要なのかを検討してまいりたいと考えておりま

す。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の課長からの答弁も

ありますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

五十嵐議員。 

○２２番（五十嵐健一郎君） 

ありがとうございました。 

最初の産業振興計画の中で、まず、関連して何人かの議員からもありましたが、新しい企業誘致

関係で平成１７年度、企業誘致活動等について企業用地取得補助金について現況ですね、１７年度

はどういう活動をしたのか、お聞かせ願いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田村商工観光課長。 〔商工観光課長 田村邦夫君登壇〕 

○商工観光課長（田村邦夫君） 

いわゆる合併後におきまして新規企業、あるいは既存企業を合わせてでありますけども、いろい

ろな企業の移転でありますとか、新規の参入でありますとか、そういった形でのいろいろな情報交

換の場というのはあるわけでありまして、私どものところへもおいでになったり、また、私どもか

ら行ったものもございますが、総体的にいろいろな業種があるわけでありますけども、１０件ほど

あったというふうに私は認識しております。 

その中でも、例えば来庁されましてそういった相談をいただいたものや、あるいは市内の企業と

の情報交換との場の中でそういった話があったり、また県外、富山、あるいは東京事務所をはじめ

とする東京等にも、そういうところにも出向いていろいろな情報交換、あるいは情報収集に今努め

ているというところでございます。 

また、そのほかに昨年、初めてだったんですが、いわゆる既存企業の皆さんとの意見交換会を一

度させていただきました。あまりまだ第１回目でございましたので、そんなに活発な意見は交わし

ておりませんけれど、そういった形での取り組みを行ってきたところであります。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

五十嵐議員。 

○２２番（五十嵐健一郎君） 

活発であったかどうかというのは１０件、その辺ですね、前々から言われてる、皆さん方から、

本当の夢にまで出る専任の職員を張りつけて、３６５日２４時間体制でないんですけど、それぐら

いの覚悟でやらないと、やっぱり若者も定着しないし。 

その辺１７年６月の議会では、泉田知事が来て、糸魚川市はどういう労働環境を持っているのか、

土地はどのように持っているのか、その辺でまとめて基本計画構想を含めて進めると答弁されてい

るんですが。また、官民一体となった経済の環境づくりをしていくと、新しい制度、新構想、基本

計画の中でとらえていきたいと、この６月に答えていて、また、９月の髙澤議員の質問には、学校

の先生との話をしたんかどうか、その辺も含めて、今後、新しい市の発展というのは、望めないの

ではないかということで意見もありました。 

そこらあたり、やっぱり県との密接な関係も必要でありますし、会社、例題を出して先進地へ行

かれた、政務調査を使って大竹市、その辺も含めて、どういう形でこの１年間やってきたのか、活

動をやっぱり示して。そら簡単にいかんと思うんですが、その辺どうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田村商工観光課長。 〔商工観光課長 田村邦夫君登壇〕 

○商工観光課長（田村邦夫君） 

新規企業、あるいは既存企業との関係につきましては、今ほど述べたとおりでございまして、

１０件ほどのそういったものに対応してまいったわけでありますし、また、合併後におきまして市

内のいろいろな企業、あるいはそういった観光イベントでありますとか、そういったものに参画し

ながら１年間、いろいろな方々との情報交換にも取り組んできたと、このように思っております。 

全体的に、それがいわゆる地域の経済の活性化、発展に即結びつくかどうか、これはまたちょっ

と別な問題だろうと思っておりますけれども、そういうような形での基本的な姿勢をこれからも持

っていきたいなと、このように思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

五十嵐議員。 

○２２番（五十嵐健一郎君） 

違うんですよ。イベントや、そういう観光の行事に参加したとか、そういうのでなく、既存企業

に対して直行って、市長が先頭になって全職員が、６６０人が全員行けって言いませんが、個々に

やっとる市もあります。足利なんかはみんなそうでございますし、そこまでやらないと、やっぱり

１つ来るか２つ来るかの覚悟でやらない、そういう取り組みがほしいと私は言っております。 

それで新聞にありました県の１８年度予算、これを見てると県内の３カ所の県営産業団地、これ

はかなり団地には来とるそうで、企業誘致のＰＲ面で強化すると。県は付加価値の高い優良企業を

ねらいたいと、これもおかしいと思うんですよね。 



－ 375 － 

＋ 

また違う話でございますが、医療問題で話題になってる県立の病院、２５０億円かけて新発田に

つくったとか、やっぱり県営産業団地ばっかり県が目指している、私たちは本当にのけ者にされて

いる感じがされてしようがないんです。ぜひとも県にもお願いして、いろいろな県の設備あるネス

パスとか、そういうところもお願いしながら県とタイアップして、県議２人いらっしゃいますし、

そういうのも足を運んで一緒になって情報収集、それと市独自も考えて、同じ県民なんで、ぜひと

もそういう形もとって、本気になって誘致活動をしていただきたい、こう思っております。 

それと総合計画の中間報告にありましたが、中小企業の支援を行う企業支援室の設置、それと企

業アドバイザーの設置、これも検討してるということなんですが、私は外部の企業のＯＢとかそう

いう方々を、アドバイザーではなくコーディネーター的存在で、ぜひともその辺、招聘して、外部

の部長も結構なんですが、ぜひともそういう企業の専門家を入れて、行政マンじゃ私はだめだと思

うんですわ。ぜひともその辺も早急にすべきと思うんですが、その辺、総合計画の中間報告に載っ

ているんですが、その辺も含めて検討しているかどうか、お伺いしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田村商工観光課長。 〔商工観光課長 田村邦夫君登壇〕 

○商工観光課長（田村邦夫君） 

先ほどのお答えの中で若干言い方が悪かったのか、申しわけございません。 

いわゆる市内の企業、あるいは県外に出ての企業のそういう情報収集活動も含めて、全部で

１０件という形で、まず１つご理解をいただきたいと思います。そういう点では富山へ行きました

り、あるいは新潟県内、あるいは東京にも行っておりまして。ただ、具体的な話に至ってなくて、

残念ながら実を結んでないという状況はございます。 

それから今の企業支援室、あるいはそういったアドバイザー的なものについてでありますが、こ

こら辺につきましては総合計画で、今いろいろな審議会でご論議中でございますし、私ども担当課

といたしましても将来的には、そういった企業とのもっと連携した形の中でやるような、そういう

専門的な組織も含めまして、私ども担当課としては、必要だなという認識はいたしておりますけど

も、そこら辺が今後の商工会議所でありますとか、商工会でありますとか、いろいろな話し合いの

中で、またそういったものの形づくりをしていかんならんのではないかなと、このように思ってお

ります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

五十嵐議員。 

○２２番（五十嵐健一郎君） 

最初ありましたが、１０社じゃだめなんで、ぜひとも何千件も回って、そのうちのあれだという

ぐらいでないと結びつかんと思いますし、ぜひとも今課長がお答えしました企業支援室、企業アド

バイザー、コーディネーター、その辺も含めて、外部登用も含めて、ぜひとも関係諸団体と市民、

それで商工会議所、商工会とタイアップした中で、ぜひとも室とかプロジェクトチームをつくって

ほしいと、こう思っております。 

次に、②・③になるんですが、企業の第２創業、その辺も含めて県の地域振興局、糸魚川アクシ
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ョンプランの中でも、かなり前にお示しになったと思うんで、その中に出てくるんですが、これも

やっぱり地域振興局が考えるのではなく、やっぱり糸魚川市として独自にどうすればいいかという

方向づけ、方針が必要だと思っております。 

そこで出てきておる産・官・学連携による新規ビジネス化、第２創業化支援体制の整備（ＮＩＣ

Ｏ）の糸魚川版をやると、１８年度に取り組むと、こうアクションプランに載ってるんですが、こ

の辺、市として考え方はどうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

渡辺農林水産課長。 〔農林水産課長 渡辺和夫君登壇〕 

○農林水産課長（渡辺和夫君） 

振興局で言うところのアクションプランでございますけれども、これは主に農林水産関係に、あ

るいは地域づくりに付随した計画でありまして、今まで項目的に、こういった部分でどうだろうと

いう段階で集約されておったものであります。 

振興局では、自立のための地域のモデルづくりということで各部分をエリア的に決めて、どのよ

うな支援体制があるか、あるいはどのような自立体制がいいのかということで、案を振興局レベル

でつくっていただいておりましたし、それに市もかかわってきておりました。 

この２月にきて、それの実施要綱的なものが示されまして、要綱を先に決めるのではなくて、入

り口論でなくて出口、結果を重視する実施体制にしたいということでございます。それには第２創

業化ということで建設業者が別な事業、農業をやるというようなことも含まれておりますし、既に

やっておる部分もあるわけでございますけれども、そういったものの希望者があった場合、整備の

中で隘路になっている部分の解除に、我々市の行政としては解消に向けて仲立ちをしていきたいと

いうようなことであります。 

実施プランの内容につきましては、非常に早急なんでございますけれども、市役所庁舎内で各課

横断的に今地域エリアを設定し、それの積み上げをして振興局と折衝と言いますか、話し合いをも

っていく段階だというふうに思っております。農林水産関係ということで、説明をさせていただき

ました。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田村商工観光課長。 〔商工観光課長 田村邦夫君登壇〕 

○商工観光課長（田村邦夫君） 

いわゆる糸魚川版ＮＩＣＯのそういったものが、確かにうたわれておるわけでありまして、いわ

ゆる第２創業をはじめといたしまして、そういったような研修の機会でありますとか、また、新し

い技術でありますとか、そういったものを今実際には新潟県のＮＩＣＯが、そういう窓口になって

行っておりまして、私ども糸魚川からも何社かが具体的に助言をいただくために、そちらの方へ出

向いておるというのも聞いております。 

そこで例えば第２創業あたりを拾ってみまして、昨年、商工会議所が中心になって行っておる第

２創業の研修会というようなものも、実は１０回にかけて行っておるようでありまして、その中で

はかなり、４７名という人たちが受講されておられるということでございまして、いろいろなビジ
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ネスチャンスを、何かないかというような形での、そういった関心があるということを聞いており

ます。 

したがいまして、糸魚川版のＮＩＣＯとなりますと、なかなか技術革新、あるいはそういう専門

分野、あるいは専門家を招聘する、そういったもので、いろいろ隘路はあろうかと思っております

し、先ほどの話の中で、いわゆる企業支援室というようなものが、例えばそういったものに合致す

るような形になってくれば、それも１つの方法かなと、このように思っておりますし、いろいろな

形の中での創設と言いますか、そういったものは今後、会議所あたり団体との話し合いの中で、具

体的になってくるのかなと、このように思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

五十嵐議員。 

○２２番（五十嵐健一郎君） 

新潟の関係でなく糸魚川版の、本当に産業振興公社も含めて意見を出されているところもありま

すし、観光振興、産業振興の目的で市長が言っております、地域資源を生かした専門性の高い、積

極的に打って出る、その組織になってほしいと私も思っておりますし、こういう形をぜひともバー

ンと方針で市長に言っていただきたい。その核となる、本当にこれはシンクタンクだと、こう思っ

ておりますので、そのシンクタンク組織をぜひ設立していただきたい、こう思っております。 

それで観光振興の関係で、昨日も渡辺議員からもありましたが、能生の空き家を利用して、ホー

ムページに載せてやっているというのですが、やっぱり糸魚川版、青海版、その辺もつくる必要は

ないでしょうか。その辺のお考えはどうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田村商工観光課長。 〔商工観光課長 田村邦夫君登壇〕 

○商工観光課長（田村邦夫君） 

お答えいたします。 

能生のところで、そういった空き家を利用して、都会の方々にそれをあっせんしている事業があ

るというのは、私も承知しておりますけども、実際にそれが糸魚川、あるいは青海地域でも、空き

家については山間地を中心にあるわけでありますけども、今のところそういうものを、例えば１つ

の題材といたしまして売り込むというような考え方は、今のところは持ち合わせておりません。 

農林関係での農業等のそういった働き手というような形での話も、今まで一般質問でもあられた

と思っておりますけども、そういった形での取り組みは当然これから出てくるのかなと。特に出身

者を中心としたものというのは、あるんだろうと思っておりますが、観光サイドにおきましては基

本的には、今のところそういうような考え方は、一応考えていないというところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

五十嵐議員。 

○２２番（五十嵐健一郎君） 

県の予算では人口戦略展開、団塊の世代の移住希望者に受け入れ、定住促進を図る新新潟人応援、
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これに２,０００万円。さらには東頸城でモデル事業として行ってきた首都圏対象の稲刈りや冬の

暮らしなど、体験ツアーも他市町村にも広げていると。こういう面も含めれば、私は空き家はいっ

ぱいあると思います。それを把握してない、不動産業者は把握しているかもわかりませんが、それ

とタイアップして、できる体制を私は必要だと思うんですが、どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

栗林助役。 〔助役 栗林雅博君登壇〕 

○助役（栗林雅博君） 

ご提案の空き家の情報の把握と活用の方法でございますが、過去にも糸魚川市として空き家情報

を把握をして、たしか冊子か何かにしていろんな方面に配布した経過があるかと思います、これは

かなり前の話ですが、ですから、そういった経過もございますので。 

また時代も変わってきております。五十嵐議員が今おっしゃるように、団塊の世代のこれからの

Ｕターン、Ｉターン、Ｊターン、そういったものも含めて検討することは大切なことだと、こう思

っておりますので、新年度において空き家情報の把握って、そんなに時間がかかるもんでないので

早急に取り組みたいと、こう考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

五十嵐議員。 

○２２番（五十嵐健一郎君） 

ぜひともお願いしたいと、こう思っております。 

それと糸魚川ＧＴ、グリーンツーリズムの連絡協議会の組織化も、これも糸魚川アクションプラ

ンに載っておるんですが、この組織化も含めて、その辺いつごろやる予定なのか、そういう協議を

しておるのか、その辺が１点と。先ほどバイオマス関係が、今回の予算にも載っておる稲作振興事

業で、バイオマス機能付加促進事業補助金というのも載っているんですが、その辺も絡めてどうい

う取り組みなのか、２点お願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

渡辺農林水産課長。 〔農林水産課長 渡辺和夫君登壇〕 

○農林水産課長（渡辺和夫君） 

グリーンツーリズムの組織化でございますけれども、昨年、糸魚川会場で県下のサミットを実施

させていただきました。それをやることによって担当する者、それから取り組む者が非常に自信を

得たわけでありまして、ぜひ継続していきたいということで新年度も計画をしております。それに

は予算とか、そういうものは全然必要ありません。来る人たちからいただくもので、やるわけです

ので、予算的な対応というのは、そうそんなにあるわけではないんですけども。それをやるたびに

担当者、あるいはやった方で総括をして反省会をしておりますけれども、ことしもその反省を受け

て、皆さんに組織化について打診をし、極力行政としては、そういう組織化があった方が、何かに

いいよということで働きかけをしていきたいと。そして取り組んでいる方々のまた反応、意見を聞

いてみたいというふうに思っております。 
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それからバイオマスのことでありますけれども、これは非常に分野が広いわけですけれども、た

またま今もみ殻のことでございますけれども、循環型資源ということで、今、臼ですったもみ殻が

外に放置されて、そのままになっておるということでありまして、それを貯めて、使用するときに

有効的に利用していきたいということで、貯留槽を設けて対応をとっていったらどうだということ

で、たまたま県でそういう補助事業メニューがありますし、それに呼応する農家と言いますか、組

織もあったということで、市が若干のつけ足し支援をして、そういう対応をとっていきたいという

ことでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

五十嵐議員。 

○２２番（五十嵐健一郎君） 

ぜひともグリーンツーリズム、お金があんまりかからんということでございますので、ぜひとも

その辺も含めて大会、さらには組織化も含めて早期に実現するようお願いしたいと、こう思ってお

ります。 

次に、リサイクル産業の創造でございますが、これもやっぱり姫川港リサイクルポートの指定を

生かして、ぜひともリサイクル産業を誘致したいというお気持ちは、皆さん思っているんでしょう

が、ぜひとも実現に向けて力強く取り組んでいただきたい。 

そこで建設計画にあります、リサイクルセンターの整備事業があるかと思うんですが、この辺も

総合計画の中に入ってくるかと思うんですが、その辺の考え方を教えていただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

小掠まちづくり課長。 〔まちづくり課長 小掠裕樹君登壇〕 

○まちづくり課長（小掠裕樹君） 

リサイクルセンターは、新市建設計画の中にも盛り込んでございますし、資源循環型社会の中で、

埋立ごみと、未利用のまま処分されているごみを選別をして資源化をするという、非常に重要な施

設であるというふうに思っております。 

これにつきましても今後、市としても進めなければならないわけでありますが、選別した資源を

再商品化するというのは、今度は事業化の部分でございます。おっしゃるように産業としての側面

も持っておるわけでありますので、市といたしましても官民連携の中で、今後進めていきたいとい

うふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

五十嵐議員。 

○２２番（五十嵐健一郎君） 

その辺も含めて１０年後、いつになるかわかりませんが、その時期を把握していれば教えてもら

いたいのと。再資源化、さらには中間処理施設、これもやっぱりさっき課長がおっしゃいました、

官民一体になって企業もタイアップして、そういう施設を産業化にして取り組んでいただきたいん

ですが、その辺の企業に対しての促しですね、どういうやり方でやっていくのか、その辺どうでし
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

小掠まちづくり課長。 〔まちづくり課長 小掠裕樹君登壇〕 

○まちづくり課長（小掠裕樹君） 

整備時期につきましては、新市建設計画の中にはめ込んであることから、総合計画の中で整備を

目指していきたいということでございますが、法的にもさまざまな状況が加わってきておりますし、

国の補助制度等もございますが、民間にできるものは民間にお願いをするというのが、昨今の流れ

でございます。その辺のところで民間事業者の起業促進というものもあわせて、今後検討していき

たいというふうに思っております。 

それから新たな資源を再商品化するという事業所というのはなかなか、今、上越管内でも１社し

かないわけでありますが、今現在ごみの収集、処分等を行っている市内の事業者に対しまして、さ

らに積極的な拡充、事業拡大等を促す形で、また協力していきたいというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

五十嵐議員。 

○２２番（五十嵐健一郎君） 

ぜひともこれが産業に結びついて、雇用の創出につながるような力強いご支援をお願いしたい。 

それとバイオマス産業の創出ですが、これも建設計画には堆肥センター整備事業、さらには有機

性廃棄物のリサイクル施設整備事業、これも載っとるんですが、その辺の考えはどうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

渡辺農林水産課長。 〔農林水産課長 渡辺和夫君登壇〕 

○農林水産課長（渡辺和夫君） 

バイオマスと言いましても、非常に範囲が広いんでございますけれども、昨今言われているのは

堆肥だとか、あるいは有機的なごみの中を選別しなきゃなりませんけれども、再利用に耐え得るも

の、あるいは木質チップ化というようなことだろうというふうに思っております。木質も、ただ燃

やすだけでも、バイオマスということでもいいですし、進んでいけば炭化して、ガスを採取して、

燃料に供するというようなところまでいくわけでございますけれども、いずれにしてもバイオマス

に関する全体的な何て言いますか、プロジェクトと言うか、マスタープランと言いますか、そうい

うものも必要なのかなというふうに、私、個人的には感じております。 

その中で堆肥だとか、分野別に対応をとっていく必要が、一番関連づいていいのかなというふう

に思っとるわけですけれども、私らの分野では畜産の堆肥、それからもみ殻、稲わら、木質チップ

というようなところをターゲットにこれから、民間でも徐々に啓蒙されてきておりまして、意識が

きておりますので、ぜひ積極的にかかわっていきたいというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

五十嵐議員。 
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○２２番（五十嵐健一郎君） 

ぜひともバイオマス関係は上越が進んでおるようで、糸魚川が先進地になるように、今課長が言

われたようにプロジェクトチーム、さらにはマスタープランを立てて、糸魚川のバイオマス戦略を

立てていただきたいと、こう思っておりますし、柿崎のバイオマス関係で、古米からプラスチック

ペレットを醸成したり、生ごみや木材からのバイオガス、それから水素エネルギー化に取り組んだ。 

この前の３月３日に行われた、バイオマス技術起業風土と戦略的取り組みの関係で、その辺の講

演会の中で先進地で取り組んでいるところをやっとったということでございますので、その辺も林

業のチップ化だけでなくいろいろな取り組み、構想が立てられると思うんで、ぜひとも多方面で検

討して、総合計画に入れながら検討していただきたい。 

それと先ほど述べましたが、上越に負けないぐらい、やっぱり糸魚川は西の玄関口としてぜひと

も取り組んでいただきたいと、こう思っております。 

それと新エネルギーの方でございますが、これも風力発電２基とか、あと民間２社で行われてい

る太陽光も徐々にやっているということではなく、新エネルギーはいっぱいことあるんで。雪室を

利用したエネルギーとか、安塚でやってます雪中貯蔵食品、こういうのも利用した小水力発電、こ

れをやってるところも河川の落差を利用した中で超小型の水力発電、こういうのも取り組んでいる

ところもあります。 

それと燃料電池、それと廃棄物の発電、先ほどもバイオマスでやりましたように、そういう熱利

用発電。それと小型の太陽光発電で、上越市で家庭で体験できる発電パネルとバッテリーを組み合

わせたミニ太陽光発電システムを１年間無料で２５人に貸し出しをするということも出ております。

やっぱりその辺の体験をしてもらうような形も、こういうのも各家庭に設けて体験してもらう。中

能生小の体育館でドンとお金をかけてやるのも必要ですし、やっぱり学習教材とするのも大事です

が、こういう個々に小さいのも今あります。そういうのも利用しながら、やっていっていただきた

いと思うんですが、この新エネルギー活用促進についてどう考えているか、お聞かせ願いたいと思

います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

野本企画課長。 〔企画課長 野本忠一郎君登壇〕 

○企画課長（野本忠一郎君） 

新エネルギーの関係については、新市の建設計画でもなかなか思い切った提言がされておりませ

ん。今、市単独でもおっしゃるような程度でございまして、今おっしゃったようなことについて、

なかなか勉強不足でございますので、もう少し積極的な取り組みといったものを、考えていかなき

ゃならんというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

五十嵐議員。 

○２２番（五十嵐健一郎君） 

これから考えるんではなく、やっぱり本当に旧糸魚川市で新エネルギービジョンとか、その中に

も入ってますし、かなり先進的な考えをお持ちの住民の方々もいらっしゃいますし、団体の方もい
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ますので、ぜひともそういうのを入れて検討して、いい総合計画にしていただきたい、こう思って

おります。 

それとコミュニティビジネスの関係ですが、これも甲村議員が取り上げた健康ビジネス、これも

すばらしいんですね。県の健康福祉医療新産業ビジョンということでばんと出ていて、やっぱり県

の見本を糸魚川市でやるんでなく、糸魚川市独自の構想も必要ではないかと、こう思っております

が、甲村議員にはいい答えがなかったんですが、どうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

野本企画課長。 〔企画課長 野本忠一郎君登壇〕 

○企画課長（野本忠一郎君） 

今おっしゃったそういう健康と福祉というか、実は去年の春先に市長と知事のところへ、上振協

の要望に行った際にも知事から言われたのは、糸魚川は温泉があるじゃないかと。これからは健康

といやしだというようなサジェスチョンもいただいておりまして、そういうことも含めて。 

ただ、市が直接やるとなると、なかなか荷が重い課題でございますので、民間等への呼びかけと

いったようなことについて、今後考えてまいりたいというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

五十嵐議員。 

○２２番（五十嵐健一郎君） 

ぜひとも総合計画に入れて。これビジネスでありますので雇用もできます、さらに滞在需要が高

く、市場規模は１０兆円を超えると。やっぱり早いもの勝ちだと、私はこう思っておりますし、温

泉がかなりありますし、そういう関連で医療の充実にもつながる、スポーツ関係、それで健康産業、

それに結びつくような取り組み。障害者の車いすとか、そういう福祉機器もタイアップしながら、

そういう関係もできると。それをビジネス起業、起業ベンチャー、そういうのも含めてやっていた

だきたい。小さくてもやってる起業、スモールビジネス、ＳＯＨＯ（ソーホー）、そういうビジネ

スもやってます。先進地で取り組んでいるところもございます。ぜひともその辺の考え方も含めて

ソーホー、コミュニティビジネス、スモールオフィス、ホームオフィスですか、そういう方々で取

り組んでいるところもあります。 

これも次の古畑議員の質問にある情報基盤整備の関連、これも整備していただければ、やっぱり

情報発信の一元化を早期に図る必要があると、こう思っておりますし、ぜひとも情報、ＩＴ関連の

企業の誘致も私は図れると、こう思っております。そういうのを集積しながら起業家の育成をする

ためにも、そういう実証、実験施設としての設置、ソーホービジネス、コミュニティビジネス、こ

れも必要ではないかと、こう思っております。 

それともう１点、葉っぱビジネス、これも林業でつまもの、例の柿の葉とか、紅葉の葉っぱ、栗

の葉。私は林業も生かす、８７％を占める、この辺も含めて、やっぱり葉っぱビジネスとして取り

組んでいるところもあります。そういうのも私は必要だと思っているんですが、林業の面での雇用

策につながると思うんですが、この辺はどうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（松尾徹郎君） 

渡辺農林水産課長。 〔農林水産課長 渡辺和夫君登壇〕 

○農林水産課長（渡辺和夫君） 

葉っぱビジネスで、お年寄りがインターネットで大変な所得を上げているということであります。

それで進みに進んでいきまして、モミジなんかもつくるようになりまして、発展していって温室で

モミジをつくるというようなところまでいってるわけでございますけれども、需要と供給のバラン

ス、その辺をやっていけば、やればやれるもんだなということで私も認識してるわけでございます

けども、ぜひ市場をよく把握していくことが、一番大事かなということで、売ることも大事だとい

うことは、身にしみてわかってきておるわけでございまして、そちらの方面も研究しながら、地域

に住んでるこちらの方の方々に、また普及、啓蒙を図っていきたいというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

五十嵐議員。 

○２２番（五十嵐健一郎君） 

そのように地域内部にある資源、技術、歴史、伝統、販路、人間関係、その辺に着目した既存の

産業を充実するとともに、新しい組み合わせによるコミュニティビジネスの構築、これもやっぱり

必要ではないかと、こう思っておりますので、その辺も含めて総合計画に示していただきたい、こ

う思っております。 

それと、これは全般的にあるんですが、産業振興の分野で一番最初に戻るんですが、今こそ市独

自の産業振興計画の策定が必要だと思うんですが、市長どうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

議員ご指摘のとおりだと思っております。 

我々には非常にまだまだ、普通、当たり前だというものが、非常にまだこれからの観光であった

り、交流人口のやはり大きな目玉になるというものも、あろうか思っておるわけでございます。先

ほどご指摘いただいた雪とか水とかというのは、我々のところでは非常にふんだんにあるものであ

りますので、その辺も踏まえて、いろいろと生かすことも大事だろうと思っております。 

ともあれ、行政だけではできるものではございませんので、その辺のやはり進め方については市

民と、また企業と一体となった進め方で進めていきたいと思っております。我々といたしましても、

今までもいろいろなものがある中で、生かし切れてない部分もあるわけでございます。 

今ほど農林水産課長が申し上げたとおり、どのようにこれを１つの商業ラインに乗せられるのか

というところも、大きな課題だろうと思っておるわけでございまして、その辺も研究をさせていた

だいて、進めていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

五十嵐議員。 
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○２２番（五十嵐健一郎君） 

ぜひともお願いしたい。 

それと、上越市は地域産業再生大綱、民間事業者と行政が連携、協働して実行すべき事業、項目

がすごいんですよね。そのぐらい行政と民間がタイアップしながら、観光分野や環境、エネルギー

分野に、総合計画では乗らない、大ざっぱな総合計画になると思うんですが、その細部にわたった

産業振興計画、産業プラン。条例までいかんでも、ぜひとも商工会議所、商工会とタイアップしな

がら、農林水産業だけでなく、そういう幅広い産業振興の計画が必要ではないかと、こう思ってお

ります。 

それと、地域振興計画の中で先ほどありましたモデル地区、７地区ですか、やってる。これもや

っぱり各地区は知っとるんでしょうけど、議会にもお示しいただきたいし、全般の中身までは承知

してないわけなんで、ぜひともその辺も詳細に、決まってから出すんではなく、行革にもつながる

んですが、計画段階からお示しをしていただきたいと、こう思っているんですが、どうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

小掠まちづくり課長。 〔まちづくり課長 小掠裕樹君登壇〕 

○まちづくり課長（小掠裕樹君） 

地域振興計画の取り組みについてでありますが、新糸魚川市では自主、自立の地域づくりをする

ところを積極的に支援をするというスタイルで、今までさまざまな団体、さまざまな地域の方とお

話し合いをしながら計画の策定、あるいは推進を支援してまいりました。 

ただ、今のお話にありますように、それぞれの地域が独自のスタイルで計画づくりを進めておる、

いわゆる行政のつくる計画とは若干意味合いが違うわけでありますので、内容については私ども庁

内各課で対応しながら進めております。それらについて、手を挙げたところだけが計画推進に当た

るということではなくて、それらが市内各地に広がるように啓発、啓蒙していきたいという観点か

ら、広報紙等によって、この地域ではこんなことをやってます、この地域ではこんなことが進めら

れてますというのは、お知らせをしていかなければならないというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

五十嵐議員。 

○２２番（五十嵐健一郎君） 

やっぱりモデル地区以外、この辺もフォローアップ、今後も波及するようぜひとも行政側、並び

に地域とタイアップして行っていただきたい、こう思っております。 

それと先週の質問でもありましたが、やっぱり透明性の高い行政運営、これも行革の中に載って

いるんですが、やっぱり計画の段階から議会や住民に情報公開、これがやっぱり必要ではないかと、

こう思っているんですが、審議中の政策素案の公表も必要ではないか、それはいかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

本間総務課長。 〔総務課長 本間政一君登壇〕 

○総務課長（本間政一君） 
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行政改革につきましては、議会の方の行革特別委員会、あるいは市民の推進委員会の中で、これ

まで協議をしていただいております。その中でもやはり協働によるまちづくりという大きなテーマ

を設けまして、市民参画によったり、あるいはいろんなことを、透明性を高めていきたいというこ

とを訴えてきておりますので、今回の議会の中でも、そのことを強く要望されておりますので、職

員一同、その方向で取り組むということで進めていきたいというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

五十嵐議員。 

○２２番（五十嵐健一郎君） 

ぜひその方向で。パブリックコメント制度も、４月から導入されるということも聞いております

ので、ぜひともその辺も含めて早期に対応していただきたいと、こう思っております。 

それと結婚対策ですが、国際交流協会を設置するということで進めている庁内検討、私はやっぱ

り国際交流だけでなく国内ですね、やっぱり一緒になって進めてもらいたいと思うんですが、前の

市長の答弁だと、もうちょっと時間の猶予がほしいということを言っているんですが、やっぱり一

緒になって取り組んでいただけないでしょうか。 

民間業者との連携も含めて、新潟日報にも載ってました団塊のジュニアの女性は、３０歳までに

子供なしが半数いるって載っているんですが、やっぱりその辺も含めてぜひとも。行政だけでやれ

というんでない、商工会議所、商工会とかタイアップしながら、民間業者に頼むと高いそうなんで、

やっぱり中間に入って結びつけていただきたいと、こう思っておりますが、市長、どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

結婚問題には、非常に大きな課題があると思っております。個人のやはり意思を尊重しながら、

また人権というものを守りながら、進めなくてはいけない部分であるわけでございまして、商業ベ

ースでやっているところには、我々は介入できないだろうと思っております。しかし、安心して枠

の中に入ってきて相談できるというところは、行政のやはり大きな力だろうと思っているわけでご

ざいまして、国内、国外を問わず、そういった意味でやはり結婚していただくことも大事でござい

ますし、結婚をしたいという男性、結婚をしたいという女性がおられる以上は、やはり行政といた

しましても、何らかの対応をしていきたいと思っておるわけでございますし、その辺をまた平成

１８年の中で、つくり上げていきたいと思うわけでございますので。 

ただ、今ここで即、こういうものをつくるというところまで至ってないというところを、ご理解

いただきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

五十嵐議員。 

○２２番（五十嵐健一郎君） 

ぜひとも早期に対応していただきたいと、こう思っております。 
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それで、私の後に古畑議員も控えておりますし、夜はツチノコ探検隊の実行委員会もあります。

このくらいにさせていただきまして、最後に、市民と行政と議会が納得のいく、すばらしい総合計

画になることを願いまして、一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（松尾徹郎君） 

以上で、五十嵐議員の質問が終わりました。 

関連質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

関連質問なしと認めます。 

ここで３時２０分まで休憩といたします。 

 

〈午後３時１０分 休憩〉 

 

〈午後３時２０分 開議〉 

 

○議長（松尾徹郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

次に、古畑浩一議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

古畑議員。 〔２１番 古畑浩一君登壇〕 

○２１番（古畑浩一君） 

それでは４日間、２０人に及ぶ市会議員一般質問のラスト、大トリを飾らさせていただきたいと

いうふうに思っております。皆さん、大変お疲れのことと思いますが、もうしばらくおつき合いを

いただきたいというふうに思っております。 

それでは通告書によりまして、一般質問を行わさせていただきます。 

情報基盤について。 

２００５年までに、世界最先端のＩＴ国家を目指すｅ－Ｊａｐａｎから、２０１０年、ユビキタ

スネットワーク構築に向けたｕ－Ｊａｐａｎへ、国の情報戦略に基づく整備構想も残り４年と後期

段階へと移行し、全国的にその対応に追われ、急ピッチで設備が進められております。 

富山県でも県全体で１００％のカバー率をはじめ、長野県、新潟県などでも整備促進が図られ、

本年になってからも十日町市や小谷村など未整備地域でも、ＣＡＴＶ方式での整備が進められてお

ります。 

糸魚川市を中心とした近隣市町村の整備状況は着々と進行し、電子政府化への対応や電子決算、

ＩＴ取引など、行政、経済界においては日常化し、地上波デジタルやハイビジョン放送、ＩＰ電話

など市民生活における多用途なニーズにも対応しております。目まぐるしく進化する情報革命時代

に乗り遅れるようなことになれば、糸魚川市の発展は著しく損なわれるものと危惧をいたしており

ます。 



－ 387 － 

＋ 

去る２月１３日に行われました市議会議員有志による地域情報研究会、主催による地域情報フォ

ーラムでは、行政協力も得てすばらしい講師陣をそろえることができ、予想をはるかに上回る聴衆

が集まり、関心の高さを証明することとなりました。 

また、総合計画の策定に関する市民アンケート調査におきましても、新幹線、高速交通網の整備

や姫川港の整備など重要なインフラを押さえて５位に、情報通信基盤の整備がランクインしており

ます。こうした市民要望にこたえるべく、糸魚川市におかれましても来年度に、地域情報ネットワ

ーク実施設計委託料として１億円の予算計上がなされておりますが、その内容と整備スケジュール、

システムの概要についてお聞かせを願いたい。 

また、懸案となっているＮＴＴ方式とＣＡＴＶ方式との事業費比較は算出基準が不平等で、比較

にならないと所管の常任委員会でも指摘をされておりますが、その後、比較検討をどのように行っ

ているのか、受益者負担分の比較をどのようにとらえているのか。 

旧糸魚川市で推進された高度ＣＡＴＶ整備で発生した情報デバイトの解消など、行政としてどの

ような目的を持って基盤整備を進めようとしているかなど、情報基盤全般にかかわる糸魚川市のお

考えをお聞かせいただきたい。 

「旧能生町」と言うべきところを「旧糸魚川市」と言ったそうでございますが、ひとつ訂正を願

いたいと思っております。前半戦にちょっと歯を痛めまして現在治療中、ちょっと滑舌が悪くて聞

き取りにくいと思いますが、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

以上でございますが、ひとつ明確かつ英断をもってお答えをいただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

古畑議員の質問にお答えいたします。 

１点目、実施設計委託料の内容についてでありますが、地域公共ネットワーク構築にかかる実施

設計費が約１,０００万円、ＣＡＴＶ事業、またはＮＴＴ方式による各家庭までのネットワーク構

築にかかる実施設計費が９,０００万円を見込んでおります。 

整備スケジュールは、地域公共ネットワークについては補助金の関係があり、その予算づけを待

っての対応となります。また、各家庭までのネットワーク構築については、方針が決定し次第、早

急に実施設計に取り組み、国庫補助を活用する場合は、平成１９年度以降の事業費計上となります。 

２点目のシステムの概要についてでありますが、地域公共ネットワークは糸魚川地域の５０カ所

の公共施設を光ファイバーで結び、行政情報の提供や防災教育などのサービス提供を行うもので、

各家庭までのネットワーク構築については、市が全域ＣＡＴＶ事業を実施する場合と、ＮＴＴと協

力して実施する場合があります。 

３点目、各家庭までのネットワーク構築にかかる事業費比較については、基本的な相違点は、自

主制作した番組放送とＩＰ告知のサービスであり、ＣＡＴＶではテレビ放送やＩＰ告知によるサー

ビス提供が可能ですが、ＮＴＴ方式ではインターネットを使った対応となり、同じ方法でのサービ

ス提供ができませんので、ＮＴＴ方式では経費の上乗せとなります。 

また、現法律では通信と放送の一体化がされてないため、両方式では前提条件が違うことから事
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業費の相違があるものと考えており、費用とサービスという点についても、さらに精査が必要であ

ると思っております。 

４点目、受益者負担のとらえ方については、提供されるサービスの内容により受益者の負担が決

まるものととらえております。両方式では構築方法やサービス内容に違いがありますことから、一

概に受益者負担とサービスを同レベルで比較することは難しいと考えておりますが、利用する市民

はサービスの違いや費用を考えて選択することとなると考えております。 

５点目の情報基盤整備については、市といたしましては、地域住民にとって望ましい情報環境を

つくることが大切であり、行政サービスの提供をはじめ、この基盤整備やシステムを有効に使い、

地域住民の利便性の向上や、豊かで安全な生活の確保などを図ることが目的であります。 

しかし目まぐるしい技術の進展と、国において法律の整備も検討されていることから、もう少し

それらの動向を注視する中で、慎重に判断しなければならないと考えております。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の課長からの答弁も

ありますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

古畑議員。 

○２１番（古畑浩一君） 

ご答弁ありがとうございました。 

さて、この情報化問題を追い続けて、私どももう十数年来になってまいりました。ここしばらく、

いよいよ実施年度が目前と迫るということで、あらゆるところで勉強会、研究会。そして私のもと

にも、たくさんの情報等が寄せられておるところでもあります。 

したがいまして、市長はシステム導入に対して、これは慎重になるというお考えは、私も十分理

解できます。すさまじい情報革命の中で、さまざまなシステム、さまざまな機器が入ってきている。

その中で選択する、また財源も大変貴重なものでもありますし、巨額な事業費もかかるということ

ですから、私も全く同感です。 

しかしなぜか今、情報化を早急に進めなくちゃなりません。市民からもやはり一番多いのは、こ

の情報化は、そんなに早急に進めなくちゃならんのかという、これ一番の疑問です。 

そこで１点目、お聞かせをいただきたいんですが、国の目指す情報化戦略とかｅ－Ｊａｐａｎ、

ｕ－Ｊａｐａｎ、そしてユビキタスシステムとは何なのか。まず、ここからお聞かせをいただきた

いと思います。簡単で結構なんで、その差をお聞かせいただきたい。ｅ－Ｊａｐａｎ、ｕ－Ｊａｐ

ａｎ、ユビキタス、それぞれの定義づけをお聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

野本企画課長。 〔企画課長 野本忠一郎君登壇〕 

○企画課長（野本忠一郎君） 

今おっしゃったのは、ｅ－Ｊａｐａｎとｕ－Ｊａｐａｎといいますか、その差ということだと思

うんですが、当初２００５年ですか、世界最先端のＩＴ国家を目指すということでｅ－Ｊａｐａｎ

構想と。これは今のユビキタスネットワークとかというような形と比べて、ユビキタスの場合は、
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いつでも、どこでもということで、移動型についても十分対応できるようなことを念頭に置いたも

のだというふうにとらえておりまして、ｅ－Ｊａｐａｎの場合は、まだそこまで行くもう一歩手前

と。とりあえず、そういうネットワークを張りめぐらす、さらにそれが今度はどの場所においても

ｕ－Ｊａｐａｎにおいては、対応できるものだというふうな認識を持っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

古畑議員。 

○２１番（古畑浩一君） 

それではもう１つ、これもまたコンピューターの関係の用語です。昔はＯＡ機器とかといろいろ

言われておりました。今はＩＴからＩＣＴへと移行しております。このＩＴとＩＣＴの違いは何で

すか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

野本企画課長。 〔企画課長 野本忠一郎君登壇〕 

○企画課長（野本忠一郎君） 

当初はＩＴということで、インフォメーション・テクノロジーですか、そんな言い方をしており

ましたが、そこへコミュニケーションというような言葉を入れて、これはいつ最近使われてきた言

葉だということで、私どもも昨年の会議あたりから使われております。 

要は、インフォメーション・テクノロジーということで、単にそういう情報の伝達だけでなくて、

そういう相互にコミュニケーションということで、利用できるようなシステムにしていきたいんだ

ろうというふうに認識をしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

古畑議員。 

○２１番（古畑浩一君） 

基本的には、インフォメーション・テクノロジー、要するに伝えるだけ、ご案内するだけ。それ

からコミュニケーションですから、情報のキャッチボールができるようにする、これがＩＣＴ。 

ユビキタスも基本的には、ｅ－Ｊａｐａｎというものが基本的にはハードの設備を、２００５年

までに整備をしましょうという１つのハード、施設をやるための指針だった。ユビキタスは、じゃ

あつくったものをどう使っていくのか、それをｕ－Ｊａｐａｎという形の中で構想化してきた。 

ユビキタスの考え方というのは、これからの高齢化社会、さまざまな医療問題、それから情報セ

キュリティーの問題や、また個人の知りたい権利、行政、国家の説明責任というもの、それから大

きな枠から個人というもの、こういうものに対して情報を与えたり、双方向でやり取りをすること

で、１つ理想的な情報基盤をつくり上げると、これがユビキタス。 

読み上げるだけで、ものすごいユビキタスはメニューがとてもたくさんある。そこで野本課長さ

ん、最初の部分でお答えいただいてないんですけど、今なぜ情報化を推進しなければならないのか、

やらなくちゃならないのか。ここで行政の姿勢が、私は試されると思う。 

企画課長でも結構ですし、市長でも結構です。今情報化を推進しなければならない意義、これを
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もう１回お聞かせいただきたい。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

野本企画課長。 〔企画課長 野本忠一郎君登壇〕 

○企画課長（野本忠一郎君） 

私どもは情報所管の課でございまして、この推進については一生懸命やっとるわけでございます

が。特に全国的に、国が言っておることは当然のことでございますが、合併をして地域が大きくな

った、そのためのいろんな情報伝達といったものを、広く市民の皆さんにお知らせする１つの手法

としてと言いますか、かえってそちらの方が紙ベースで配るよりも、いいのでないかというような

考え方が１つございます。 

当然、行政利用ということで、行政の合理化とか、そういったような面にも当然使っていくこと

は、これは言うまでもないというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

古畑議員。 

○２１番（古畑浩一君） 

もちろん国の政策ですから、電子政府化への対応、ペーパーレスへの対応、それからいわゆる合

理化等の問題が、当然その根底にある。この時期にやらなくちゃならんと言ったのは、先ほど冒頭、

申し上げましたように、ｅ－Ｊａｐａｎ、ｕ－Ｊａｐａｎのタイムリミットが迫っているから。ハ

ード整備については、もう既に期限が切れてる、ｕ－Ｊａｐａｎに間に合わせるために、あと４年

以内にやらねばならんと、ここら辺の認識につきましては、よろしいですね。 

それでは基本的に、次、総務課長にお聞きします。先ほど五十嵐議員のご発言の中にも入ってお

りましたけれども、パブリックコメントを今後推進していくという話です。パブリックコメントの

具体的な推進策、どのようにして市民に情報を伝えるんですか、お聞かせいただきたい。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

本間総務課長。 〔総務課長 本間政一君登壇〕 

○総務課長（本間政一君） 

行政の中ではいろんな計画をつくったり、いろんな事業を推進していくわけですが、その中で広

く市民の意見を取り上げていきたいということになると思ってます。ですから、その手法としてど

うするかということで、一定のルールをつくっていきたいということであろうと思っておりますが、

これまで今回の議会の中では、建設に当たっては早期の平面図ができたときに、どうかということ

が出ておりましたし、今後、審議会とかいろんな事業を推進する中では、どこの時点で出すかとい

うのは、今後細かく詰めていかんきゃならんと思いますが、やる方向ということは、一定の理解を

いただいてると思っておりますので、具体的なことはそこら辺を詰めて、またお話をできるように

したいと思ってます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 
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古畑議員。 

○２１番（古畑浩一君） 

基本的に今まで糸魚川市は、じゃあそれをやってなかったということですか。「広報おしらせば

ん」にせよ、市長のさまざまな地区懇談会にせよ、それ以上のことということは総務課ではできる

とお考えですか、具体的には、時間、要するにひまざいも労力も含めて。この広くなった糸魚川市

の隅から隅までパブリックコメント、計画の早期説明、早期市民合意を得る、これできますか、今

の糸魚川市のシステムで。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

本間総務課長。 〔総務課長 本間政一君登壇〕 

○総務課長（本間政一君） 

確かにパブリックコメントを制度化すれば、当然時間がかかると思ってますが、時間をかけても

やはりいろんな市民の意見を聞くというのも大事だと思っておりますので、そこら辺をやっぱりよ

くわきまえながら進めていきたいと。 

ただ、広く市民の意見を聞くということが、基本だというふうに思っておりますし、その方法に

ついては、若干中身のことについては詰めんきゃならんと思っておりますが、意見を聞くというこ

とで、行政改革の中で取りまとめをしてきておりますので、具体的な手法は今後詰めさせていただ

きたいと思っております。 

やはり時間がかかるということは、１つはいろんなことでは困る場合もありますが、中にはそう

いうものをかけても、やらんきゃならん場合もあると思っておりますので、方向だけはそういうこ

とということで、理解をお願いしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

古畑議員。 

○２１番（古畑浩一君） 

私はパブリックコメントを、やるなと言ってるんじゃないんです。糸魚川市がじゃあ手を抜いて

いるかと言うと、私はそんなに手を抜いてないと思うんです。一生懸命に市民の中に出て行って、

説明しようという努力もある。「広報おしらせばん」もやってる、ホームページもつくってる。し

かし、紙による媒体というのは、数に限りがありますし、タイミングがずれます。行政が出す発行

物ですから、途中経過は書いてないです。全部、結果だけしか書いてありません。その間にどんな

審議をされたかというのは、紙面の関係で載せれません。 

きょうトップバッターの中村 実さんが、能生のガス施設の火災の事件について一般質問されま

したよね。この一般質問には、能生地区に限ってはＣＡＴＶで流れてます。あれは中村議員にご答

弁をすると同時に市民に対して、当事者の皆さんに対して説明ができているんです。これが１つの

情報革命なんです。 

いいですか。市民の皆さんにはいろいろなメディア、ここの場合で言いますとＣＡＴＶによる行

政ニュース、一般質問、議会中継という手法をとって、市民の皆さんはその審査の論議の過程を見

ることによって、過程に対する理解ができるんです。だから今度は、この間、市長はこう言ってま
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したね、企画課長はこう言ってましたね。けど、ここがおかしいんじゃないですかという、より具

体的な情報のキャッチボールができるんです。 

その辺の有利性につきましては、市長は先ほど、そうしたコミュニティチャンネルのあり方、情

報のキャッチボールができるということ、生の情報が伝わっていくというリアリティのある、しか

も時間差のない情報提供につきましては、魅力的だと答えています。野本課長は、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

野本企画課長。 〔企画課長 野本忠一郎君登壇〕 

○企画課長（野本忠一郎君） 

情報を所管する課ということであれば、そういったことは非常に魅力的だとは感じております。 

ただ、単純にそれだけでいいのかと言いますか、他の方法もカバーできる方法があって、費用と

の関係でどうだというのは企画、いわゆる総合計画を所管する課としては、ちょっとひっかかって

いる面もあるということでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

古畑議員。 

○２１番（古畑浩一君） 

そこが問題なんですね。コミュニティチャンネル、自主放送、行政ニュース、放送として流せる

システムは、このＣＡＴＶだけですよ。いいですか、ＮＴＴ方式は放送は流せません、何回も言い

ますが。今、テレビで盛んにＮＴＴがトリプルサービス、トリプルプレーを言ってますよね。あれ

は一般の番組を指してませんから、スカイパーフェクトＴＶ等の契約番組との映像の流し方です。

しかもあれは、まあいいでしょう、ＮＴＴさんの話は。 

ここでもう１つあるんです。市民に対して、いかに公平に情報を流せるかという問題。いいです

か、基本的に受益者負担の違いだけをとっても、ＮＴＴ方式を選択した場合は市民の皆さんが個人

で５,４６０円、これを払わない限り毎月、一切の情報サービスは得られないんです。これはもう

わかってますよね、釈迦に説法だ。ＣＡＴＶ方式の場合なら１,５００円でＣＡＴＶのものが見れ

ます。しかも告知放送だけならただです、無料です。それもご異議ないですよね、当然そういうプ

レゼンを皆さんが出してきた、現にやってますからね。 

じゃあそういう料金の不公平さというものは、担当課ではどうやって考えているんですか。貧困

家庭は情報を与えんということですか。それはどういうふうに考えます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

野本企画課長。 〔企画課長 野本忠一郎君登壇〕 

○企画課長（野本忠一郎君） 

今、要はインターネットとＴＶとの関係で、そのようなご質問でございまして、確かにＴＶの場

合は、そのかわりその時間に見なければ見落とすという問題もあろうかと思っております。 

それから、ＩＰ告知がただだということについては、ＩＰ告知がただというよりも、ＩＰ告知の

場合はケーブルでみんなつながなきゃいけないので、能生地域の場合は、もう既に全部つないであ
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るので、ただのような形になっているということでございます。 

今おっしゃったように、インターネットに加入しなければだめでないかということについては、

それは一番私どもも引っかかりのあるところではございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

古畑議員。 

○２１番（古畑浩一君） 

じゃあ基本的に受益者負担で５,５００円をどうしても払ってくれと、情報をほしい人は、それ

で済みますか。ほとんどの議員さんが、今回の一般質問で問題にしました人口問題、高齢化率、パ

ソコンを使えない方はどうするんですか、持ってない方はどうするんですか。そのほかに、それを

全部買っていかなくちゃならんわけですから。使いやすさという点ではどうですか。 

今の高齢者の皆さんは、さすがに積極的ですよ。パソコン教室も受けているんです、パソコンも

買ったけど使えんからって、手を出さなかったり、もうあきらめている方も多いんです。そういう

人たちには、じゃあどうやってパソコンを使えるようにするんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

野本企画課長。 〔企画課長 野本忠一郎君登壇〕 

○企画課長（野本忠一郎君） 

確かに今おっしゃるように、そういう情報に対して、なかなか接することのできない人というの

は、多いのは承知をしております。 

ただ、またこんなことを言うと叱られるかもわかりませんが、テレビとパソコンが将来的にデジ

タル放送が来たときには、似たようなものになってくるというようなこともございまして、そうす

ると実際にＣＡＴＶに入って能生のインターネットに、今、能生地域の加入した場合の費用と、テ

レビを空から見て、インターネットに加入した場合については、費用については同じような状況か

なということでございまして、要は、そうした場合にはいつでも自分の欲しい情報が、ビデオオン

デマンドで検索できると。 

ただ言われるように、それが果たして簡単に今の時点では検索できたりというのは、難しい方も

大勢おられるということは認識をしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

古畑議員。 

○２１番（古畑浩一君） 

これその話になるから、一番最初に、なぜ今情報基盤をやらんならんかということを最初に聞い

てる。１０年後、２０年後の情報基盤の話をしとるんじゃないんです。国の施策に合わせるため、

もはや先ほども言ってるように、富山県では１００％、長野県では７０％、上越圏内ではちょっと

データ忘れましたけれども、とにかく残っているのは糸魚川と青海だけです、今の話をしている。

将来的にはどうなるかって、これはすばらしいものになるでしょうね。ただ、今計画を策定せんな

らんという考え方なんですよ。そこをやっぱり間違えちゃならんと思います。 
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それで行政がやる情報提供システムですから、私は無料とはいかなくても、やはりある程度の

方々でも使えるようにしてあげるという考え方、これは行政がやる責任でしょう。行政の説明責任

であり、また、所得格差があったとしても、それをなるべく薄めてあげるようにするという考え方。 

それから、前にもちょっと言ってるんですけれども、能生ＣＡＴＶ、ＣＡＴＶと言ってますけど、

正式な会社の名前は何て言うんですか、それから事業主体はどこですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

小林能生支所長。 〔能生支所長 小林 忠君登壇〕 

○能生支所長（小林 忠君） 

お答えいたします。 

正式名称で言いますと、糸魚川市有線テレビジョン放送ということになりますし、当然、事業主

体は、糸魚川市ということになります。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

古畑議員。 

○２１番（古畑浩一君） 

そのとおりなんです。市長、能生と合併したんですよね、合併したんです。ＣＡＴＶの事業主体

は、新糸魚川市なんですよ。私に、古畑議員さんはＣＡＴＶありきでお話しますねと言われる方が、

最近ちょっと多くなったんです。あのね、ＣＡＴＶありきじゃないんですよ、ＣＡＴＶはあるんで

す。何で行政がやってるＣＡＴＶを、伸ばしていこうという考え方になりませんか。 

先ほど五十嵐議員も言ってました、もう名前は忘れましたけど、ほとんどの議員が言ってますよ

ね、情報の一元化をどうするんだと。この情報化だけでなくて、さまざまな部分で行政発信する情

報を、どう市民に伝えて、どうキャッチボールしていくのか。総合計画、地域計画、交通ネットワ

ークビジョン、情報、福祉、男女共同参画、ものすごい数のビジョン。これ本当に、先ほどもちょ

っと確認しましたが、パブリックコメントをやれますか。 

それで審議会やったって、全部各団体の代表ですから、ほとんど同じ顔ぶれじゃないですか。

我々議員の立場は、今度どうなるんですか。どういう基準で市民を選ぶんですか。情報は万人に与

えるべきです。それで大衆の意見というものを我々議員が反映して、行政につなげていくんですよ。

これを議会制民主主義と言うんです。その手間というものを、省いちゃならんのです。 

それから、何のための行政改革かですよ。行政改革では、国はどんどん職員の数を減らしていけ

と言う。減らせばどうなりますか、市民のサービスが落ちるのが当たり前なんです。じゃあその市

民サービスの低下を、何で補えと言っているんですか。それが今回、国が進めようとしている情報

の戦略じゃないですか。それがｅ－Ｊａｐａｎであり、ｕ－Ｊａｐａｎであり、ユビキタスですよ。

それに対応するために、糸魚川市ではどういう情報基盤をつくらなければならないかという観点に

立って、スタートしなければならんと私は思っております。 

そこで常任委員会でも、私個人的にもそうですが、深い疑問があるんです。何で１市１システム、

能生のＣＡＴＶのシステムを否定するのか。そして、なぜＮＴＴ方式ありきで企画課は進めていく
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のか。そこをちょっとお聞かせいただきたい。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

野本企画課長。 〔企画課長 野本忠一郎君登壇〕 

○企画課長（野本忠一郎君） 

要は、何で１システムにしないのかということでございますが、確かに今の能生のＣＡＴＶ、こ

の前の常任委員会でも申し上げましたが、１つの完成された能生地域についてのシステムだという

認識は当然持っております。したがって、そういう中では旧能生町として、きちっとしたシステム

をおつくりになったということは、当然認識しとるわけでございます。 

単純に情報担当だけということで言えば、そういったことも望ましい１つだとは思っていますけ

ども、要は一番心配なのは、能生地域のスタートは難視ということでのスタートというふうに認識

しておりまして、そうしたときに糸魚川にも難視はございますけれども、空からの電波が十分にあ

るというような状況の中では、どれだけの加入者があるのかということが非常に心配でございまし

て、そうした場合に、財政的に見た場合に採算ラインに乗るのかというような心配の中で、企画課

と言いますか、行政として今そちらへ踏み切るというのをちょっと躊躇しているというか、考慮し

ているというふうにご理解いただきたい。私どもは市長に仕えておる身でございますので、企画課

がということではなくて、行政としてちょっと躊躇しとるということでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

古畑議員。 

○２１番（古畑浩一君） 

そこの最後のところで引っかかったんですけども、空からただで降ってくる電波に対して巨額な

お金を使えるのかという話になってきます。いわゆる地デジだよね、地上波デジタルだけのことを

言っていらっしゃるんだろうと思うんだけども、じゃあ１つお聞かせいただきますが、テレビを買

いかえれば今あるアンテナで、地上波デジタル放送は１００％受信できるんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

野本企画課長。 〔企画課長 野本忠一郎君登壇〕 

○企画課長（野本忠一郎君） 

今デジタル波については電波の調査をやって、糸魚川地域、それから青海地域については、アン

テナの設置場所等の調査に入っております。実際には電波のきっちりとした調査をしないと、これ

は今おっしゃるように、アンテナですぐ見れるかどうかというのはわかりませんし、今見えないと

ころが意外に見えるというような話も、また聞いております。 

もう１つは、アンテナはＵＨＦのアンテナで、テレビをかえれば見れるというような情報はいた

だいておるところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

古畑議員。 
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○２１番（古畑浩一君） 

お隣の小谷村では、本年度からＣＡＴＶ事業に着手します、難視聴なんです。そのデータでは、

はっきりと今あるアンテナでは地上波デジタルは受信できませんと、だから共同アンテナシステム

も。ＣＡＴＶシステムは、もう完全に共同アンテナシステムと言い切っているところもありますけ

ど。私はだから難視聴対策と言われますけど、この地上波デジタルにあと５年で完全移行です。新

たな難視聴時代を迎えるんだと、これは何回も言ってます。普及についても、この時期に考えなく

ちゃならん。アンテナの取り替え工事だけで３万５,０００円ぐらいするんですよ、１台当たり。 

それにしたって、じゃあ５万円かかって工事費ですね、今の能生の場合ですとかけて、とりあえ

ずアンテナのメンテナンスはいらなくなるわけですよ、雪が降ろうと、風が吹こうと。しかも地上

波デジタルは大変詳細らしくて、今のアナログなら少しぐらいアンテナが傾いたって、方向がちょ

っと変わったって映るそうですけども、地上波デジタルは非常に微妙にやらんならん。 

だからこの間の緊急フォーラムでもＮＨＫの方が言ってましたけど、実際にアンテナを立てて、

放送してみなきゃ映るかどうかわからんと、こう言ってる。したがって、糸魚川市全域が難視聴と

とらえたっていいと私は思うんですが、この解釈の仕方はおかしいですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

野本企画課長。 〔企画課長 野本忠一郎君登壇〕 

○企画課長（野本忠一郎君） 

地上波デジタルについては、今まだこちらの方への正式な電波は来ておりませんし、古畑議員が

そのようにおっしゃる情報源があれば、それはまたそういうことだと思うんですが、私どももまた

逆に聞いてる範囲では、今の場合は１つの放送局に対して、サテライトからいろんな波長の違う電

波が出てるのですが、今度は１つになるんだと。したがって、どれからでも拾えるので、意外に見

れるんでないかというような情報も伺っておりまして、それらについては来てみないことには、な

かなかわからないというふうに私どもは感じております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

古畑議員。 

○２１番（古畑浩一君） 

基本的には難視で現在お困りの皆さん、青海の高畑なんて同僚議員がいますから、よくお話を聞

くんですけど共聴アンテナ、これをもう１回みんなで金出し合って立て直すか、どうですかという

話にもなっている。やはり行政が情報基盤整備をやると言って、その中に地上波デジタルの配信が

入るんじゃないかという可能性もあるということから、お待ちになっていただいている部分もある。

しかも、そこの組合の皆さんは半分が、もう自分のアンテナで立てれば映るだろうというような予

想もできております。 

そうすると難視の皆さんをどうやっていくか、もちろん今回の計画でも、それが入ってきてます

よね。そこで市長もちょっとお困りのところがあろうかと思いますが、私は何が一番腹立つかと言

うと、ＣＡＴＶが金かかるということをずっとやってきて、ＮＴＴ方式が安いという事業費の比較

だけが話題になっているということなんですよ。これ１点聞かさせていただきたいんですが、新市
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ビジョンの中では３６億円、次に中央コリドーが示したのが５７億円、次ＪＣＶが示したのが

４５億円。特に、このＣＡＴＶに対する価格の変動の大きさは何なんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

野本企画課長。 〔企画課長 野本忠一郎君登壇〕 

○企画課長（野本忠一郎君） 

価格が何回も動きまして、非常にいろんなことでご心配をおかけしていると思います。前回の議

会でも申し上げまして、いわゆる能生をベースにして当初３６億円というような数字を出したとこ

ろでございますが、その後いわゆる能生地域が、ラストワンマイルから各家庭までの分も事業費の

中に突っ込んだということで５６億円というような数字が、単純に３６億円に足し込んだために出

てきたもんだというふうに思っております。その後、いわゆるライン等をもう少し詳細に検討した

結果、４５億円という数字に落ち着いたのだというふうに思っておりまして、数字があちこち動い

たということでは、ご迷惑をおかけしたというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

古畑議員。 

○２１番（古畑浩一君） 

それで現状の４５億円で確定じゃないんですね、当然それからまた違う考え方。 

それに対してＮＴＴの１６億円、これはどういうことなんですか。これで本当に難視聴まで、全

部できるという計算ですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

野本企画課長。 〔企画課長 野本忠一郎君登壇〕 

○企画課長（野本忠一郎君） 

ＮＴＴのものについては、いわゆる今の１６億円というのは、行政側の経費でございまして、そ

のほかに青海局、糸魚川局舎分については、これはＮＴＴが仕事をしますという経費でございます。

山間部については、行政にやってもらいたいと。ただ、山間部については難視聴地域が多いので今

の経費の中には。施工方法はいろいろあるんでしょうけども、２本引いてというようなこと。 

それからラストワンマイル以降については、これはすべて今の段階ではＮＴＴさんが、サービス

期間なので面倒を見るということで、その部分が入ってない。そういったようなことが、価格の大

きな違いというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

古畑議員。 

○２１番（古畑浩一君） 

エリアも違いますよね、基本的には旧能生町のエリアが入ってなかったり。面積×メートルでケ

ーブル数を測っていくから、当然、行政の方で言われた計算式でやった方は高くなるし、これとこ

れを削っていいよということで出してきたＮＴＴ方式の方が安くなる。その事業費を比較させたん



 

－ 398 － 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

じゃないですか。 

いいですか、仮に難視聴地域を能生ＣＡＴＶと同じ方法をとるとすれば、１件当たり幾らかかる

のかというのが不明になっております。公衆端末機装置、ＯＬＵと言うんですね、ＢＳ地上波デジ

タル対応チューナー、ＩＰ告知端末、ＩＰ電話などの機器が必要となる。また、引き込み線工事費、

屋内同軸ケーブル工事費、ＣＡＴＶセンター機器への設定費など工事費が発生する。現在、ＣＡＴ

Ｖで機器代金及び工事費は幾らかかっているのか。これをまず本来なら明確にしなくちゃいけませ

んが、例えばこれを２５万円と計算します。工事費と機器代金で２５万円、難視聴世帯が

２,５００件とすると、この時点で６億２,５００万円かかります。 

それで能生のＣＡＴＶから難視聴のための線を引っ張ると、この中継基地設置費用、これらもや

はり５億円から６億円かかってくるんです。そうなってくるとＮＴＴ方式でも２７億円から３０億

円かかるという話になる。 

それで市長、３０億円かけて、その恩恵を被るのは上早川、根知、小滝、平岩、市振だけなんで

すよ。どういうことかと言いますと、Ｂフレッツのみの提供地域が、糸魚川、青海、梶屋敷、難視

聴地域を除きますが、ＣＡＴＶとＢフレッツが提供できるのが、上早川と根知と小滝、平岩と市振

です。ＣＡＴＶのみと言うか、今インターネットもできますが、これが能生と。大きく分けて３つ

の情報格差が、ここで生じます。この新たに生ずる情報の不均衡、これを担当課ではしっかりと踏

まえて、この論議をしているんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

野本企画課長。 〔企画課長 野本忠一郎君登壇〕 

○企画課長（野本忠一郎君） 

今おっしゃった経費については、私どもの方で詳細な計算をしておりませんので、何とも申し上

げられませんが、要はＮＴＴ方式の場合は、ＮＴＴさんがやる部分については、テレビのサービス

がされていないというのは確かでございます。そういう面では、それの欠けるものが、コミュニテ

ィ放送だという認識の中では取り組んでいるというか、そういう考え方は持っておるところでござ

います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

古畑議員。 

○２１番（古畑浩一君） 

ＮＴＴの１６億円と、ＣＡＴＶ４５億円の事業比較、これは悪気があったんだか、なかったのか

というのは置いといて、測る物さしの差ですよ、間違いなく。ですから、この事業費ベースで比較

させて、市民や経済団体やいろんなところで、さあどうですかと聞くことが間違っている。何回も

言いますが、行政がどういうスタンスで、どういう情報を流すために、どういうシステムが必要な

のか、ここからスタートしなければなりません。 

それから４５億円かかるかかると言いますが、市民の皆さんはほとんど、それを一般財源から出

すと思ってます。ある方のホームページを見ましたら、合併ビジョンのときに示していた３６億円

よりも十何億円も高い、この時点で予算がオーバーしてるという考え方です。 
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そうじゃないでしょう。旧能生町の事業費の例を何回も言いますが、能生町では全体事業費の

１０億４,８３１万円に対して、地域情報交流拠点施設整備事業など国の補助金で２億９,５４０万

円、過疎債で６億７,５９０万円、実際に一般財源からの繰り出しは７,７００万円なんです。これ

ジャパネットたかたじゃないですけど、１割もこれ負担してないんですよ。私はこれは能生町の

１つの補助金、過疎債などをうまく使った好例だと思うんです。何でここに、これだけすばらしい

お手本があるのに、こうした補助事業というものを対象にして、事業費ベースで考えていかないん

ですか、お聞かせいただきたい。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

野本企画課長。 〔企画課長 野本忠一郎君登壇〕 

○企画課長（野本忠一郎君） 

一般財源が幾らということについては総財でもお示ししましたし、その後ですか、議員の皆さん

が主催された中でも、一般財源のベースの資料は提供しております。 

そうは言っても、この経費については国庫補助金、それから県の補助金であろうが、合併特例債

であろうが、これは最終的には全部市民の税金で賄われるものというようなこともございますので、

全体事業費と一般財源、両方を示しているということでございまして、一般財源の差も約３億円あ

るというのは、これはご承知のことと思いますが、非常に３億円といっても多額な金だというふう

に思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

古畑議員。 

○２１番（古畑浩一君） 

私は１つの考え方だと言うんです。先ほど言った事業費ベースでものを考えちゃならんという考

え方、これはまた１つの、コンサルタント会社は言いませんけども、ここは幾らでもありますので

見てもらいたいと思いますが、これですと防災システムまで全部入れて、１５億７,４９２万

６,５００円でできるという試算例が出てます。これはちょっと内容をまだよく精査してみなきゃ

わかりませんが、多分ＦＴＴＨでやるという整備に対して、ＦＴＴＣかＣプラスでやるという考え

方、家庭まで光が必要でないというプレゼンだろうと思うんですが、１つのシステムでどうしても

コミュニティチャンネルが必要なんだ。先ほど言ってるように、トリプルプレーで現在できるのは、

ＣＡＴＶ方式だけなんです。しかも糸魚川市が事業主体の糸魚川ＣＡＴＶ、ここしかできないんで

すよ。 

何で日本に誇れる、今、日本で誇れるということは、世界に誇れます。先進的なＦＴＴＨで整備

している事業主体である糸魚川市が、それを否定してＮＴＴでやるのか。 

私もう１つ言うんですが、古畑さん、ＮＴＴと何かあったんですかとよく言われるんです、違い

ます。ＮＴＴのＢフレッツは超高速です、しかもこれからのサービス内容、世界展開できる、そう

いう可能性から言ったら、さらにさっき言うユビキタスへの対応なんて考えますと、このＮＴＴ方

式のＢフレッツは最適ですよ。 

そこで最初から言ってるわけなんですが、２芯方式をなぜ引っ込めたかということなんです。Ｃ
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ＡＴＶ、ＩＰ告知、防災については糸魚川市が説明責任、それから先ほど言ったパブリックコメン

トという分野で、糸魚川市が行政として市民に対して、その責任を全うすればいいんですよ。そし

て超高速のＮＴＴのＢフレッツを使いたいという方は、自腹を切って入ればいいんです、その環境

だけつくってあげればいいんです。 

いいですか、情報を提供するというのと、環境をつくってあげるというのとは違うんです。企画

課が今言ってるのは環境をつくることだけで、使う側の人間の身にも、情報を伝えようとする側の

身にもなってないから、何回もその辺は違うんじゃないですかと言ってるんです。 

その辺を踏まえて、市長、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

非常にいろいろとご提言、感謝いたしております。 

今いろいろ古畑議員にご提言いただいている部分についても、また、野本課長がご答弁している

部分についても、今の現状を私は話していただいとると思っております。 

私はやはりこの情報基盤の整備については必要ととらえておるわけでございまして、進めていき

たいという形で、今ご提示をさせていただきながら、皆様方のご意見をいただいておるわけであり

ます。 

今いろんな情報の流れが、偏ったものの流れで出ていく中で、市民や、また企業、団体の方々も、

違ったとらえ方の中で、いろいろとご意見を賜ってる部分があるわけであります。まず、その辺の

市民の方々もご理解いただかなくてはいけないものを、もう少し私は提示していかなくちゃいけな

いだろうと思っております。 

そういう中で、非常に高額な情報基盤の整備でございまして、それについても慎重にしながら進

めなくちゃいけないけれども、ある時期には決断をしなくちゃいけない。今そういうところに来と

るというのを認識いたしております。 

そういう中で、今ご意見をいただいた点、そしてまた今行政が持っておる情報、その辺を整理を

しながら決断をしていきたいと思っておりますし、また、この情報基盤の整備については、私とい

たしましては、進めていきたいこの事業であるわけでございます。 

ただ、押しなべてこの１９名の方々のご質問の中にありましたように、今、非常に大変な時期を

迎える中で、市民生活の環境整備というのは、多岐に及んでおるわけでございまして、その辺もあ

わせながらいかなくちゃいけない。財源というものを見据えながら進めていきたいということの中

で、この事業を進めていきたいということを私は考えておりますので、また、いろいろな情報をぜ

ひともお寄せいただきたいし、そういった情報交換する中でよりいいもの、そして投資対効果を考

えながら進めていきたいと思っておるわけであります。 

よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

古畑議員。 
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○２１番（古畑浩一君） 

もう１つの問題といたしまして、情報ネットワーク実施設計委託費、これは行政イントラなんで

す。これをどう進めるか、これをちょっとお聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

野本企画課長。 〔企画課長 野本忠一郎君登壇〕 

○企画課長（野本忠一郎君） 

来年度の１億円のお話だと思っております。これについては冒頭にも市長からも申し上げました

ように、公共施設間を結ぶシステムを光でつくってしまいたいという考えを持っておるわけでござ

いまして、そのための経費として約１,０００万円が設計費ということでございます。 

それから、残りの９,０００万円については、これは方式によって額がちょっと変わってくるん

で、最大限ということで９,０００万円というような見方をしておりますが、それはラストワンマ

イルまでの経費というふうに考えておりまして、それらをまず来年度の仕事については、いわゆる

公共イントラというものについて一定の設計ができれば、補助に持ち込みたいというふうな考え方

を持っておるわけで、その前段の作業を、来年度させていただきたいということでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

古畑議員。 

○２１番（古畑浩一君） 

ここをもう少し細かく聞きたいですが、これはちょっと予算委員会でやりましょう、時間もなく

なってきましたし。 

ただ、やはりこの実施設計を急がんならんという部分につきましては、私も同感なんです。合併

特例債も私はこれは絵に描いたもちになるというのは、前から言ってるように警戒もしております、

使えるうちに取ってこんきゃだめですよ。今の糸魚川市の財政状況を考えれば、どれだけ一般財源

からの持ち出しをセーブするかなんです。ただ、こういう事業は今しかできません。それを秤にか

けて進めなきゃならないんです。 

本当に財政事情が大変だということは、私もよくわかってるし、国の三位一体がどれだけ、要す

るに甘い言葉につられて、厳しい内容かというのもわかっているんです。でも、いいですか、どん

だけ苦しくても、やらなくちゃならん事業というのはあるんです。情報化の基盤推進は、その１つ

です。これからの糸魚川市が将来的に、日本に、世界に置いていかれないための必須事業です。こ

れは、ぜいたくのためにやってくれと言ってるわけじゃありません。 

それからコミュニティ放送の内容につきまして、行政は手間がかかるとか、金がかかるというふ

うに言っておりますが、それは逆に私は、こうした今回だって笠原幸江さんから始まり私に至るま

で２０人、この議員の皆さんは何週間も何カ月もかけて、その政策をここで発表しているんです。

それだってやっぱり私はぜひ市民の皆さんに知ってもらいたいと思います。議員は遊んでいると思

っている方がたくさんいらっしゃいます、行政は何もしないと思っている方がたくさんいらっしゃ

います、私はそういうことも含めて。 

福祉事務所長が、私に宴席でちょっと言いました。能生へ行くと雰囲気が違うんですよねと。ど
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うしましたと。いや、いつも大変ですねって、知らない人に言われると。何でだろうと聞いたら、

ああ、能生にはＣＡＴＶがあると。頑張ってる姿を映像で見せられれば、市民の理解度も変わるん

です。寝てる議員がいたら、何だあいつと言うだろうけど、頑張って汗かいてる議員を見たら大し

たもんだねという話になってくる。これは市長も課長さんたちも一緒、今後できるであろう部長さ

んも一緒ですよ。そういった姿が感動を呼んで共感を呼ぶし、逆にだめだったら批判も受けるし、

弾圧も抗議も出てくるということです。 

オリンピックで、何であんなに感動したんでしょうか。テレビで流すからなんです。東京オリン

ピックが、日本のテレビの媒体になったと言われてます。ビデオはアダルトビデオが、それを普及

させたと言われております。今回のＣＡＴＶの普及は、１つのチャンスとして私は地上波デジタル

だと言っております、ハイビジョン放送だと。いいですか、感動、それから途中経過というものを、

市民の皆さんと共同で、しっかりと持つことなんです。 

私がきょう言ったことを、そのとおりだと言う市民もいれば、それは間違っているという市民が

いる。それを最終的に、どっちが正しいか、どっちがいいかを決めるのが議会なんですよ。提案す

るのは市長です、それが仕組みなんです。理想的な民主主義を推進するためには正確な情報を、い

かに市民が自分たちの情報として持てるかなんです。インターネットは個人のもの、こうしたコミ

ュニティチャンネルは、市民全体で共有できるもの。その使い分けも、していかなくちゃならんと

思っております。 

パソコンは茶の間では見れません、パーソナル、個人のものです。テレビは茶の間の主役、みん

なが放送の媒体として理解できる、すばらしい媒体でしょう。その中に、いろんな情報が集約して

いく。おじいちゃん、おばあちゃんでも使える、孫でも子供でもみんなが使える、それが公共電波

と、私はそう思います。 

終わります。 

○議長（松尾徹郎君） 

以上で、古畑議員の質問が終わりました。 

これで一般質問を終結いたします。 

本日はこれにて散会いたします。 

大変ご苦労さまでした。 

 

 

〈午後４時１５分 散会〉 
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